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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面操作領域及び当該第１面操作領域以外の第２面操作領域を有した筐体と、
　前記筐体の第１操作領域及び第２面操作領域に取り付けられた多面操作用の入力シート
と
　を備え、
　前記入力シートは、
　光透過性のシート状の平坦部材に第１面操作用のシート状の入力タッチ部材と第２面操
作用のシート状の入力タッチ部材とを形成した展開入力シートが選択的に折曲げられ、前
記筐体の第１操作領域に第１面操作用の入力タッチ部材が取り付けられ、かつ、当該筐体
の第２面操作領域に第２面操作用の入力タッチ部材が取り付けられた入力シート折曲げ構
造を有すると共に、
　Ｘ方向及びＹ方向を規定した入力操作領域で操作体の入力位置を検出する抵抗調整膜と
、
　前記抵抗調整膜上の全面に設けられて光を透過する透明導電性の膜と、
　前記透明導電性の膜上の全面に設けられて光を透過すると共に、前記入力操作領域に対
する鉛直方向をＺ方向としたとき、前記操作体の押下力に対応して前記Ｚ方向の厚みが変
化する誘電性の膜と
　を有する入力装置。
【請求項２】
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　前記入力シートは、
　前記第１面操作用の入力タッチ部材が前記筐体の操作面内側に接合され、前記第２面操
作用の入力タッチ部材が当該筐体の壁面内側に沿って接合されて成る
　請求項１に記載の入力装置。
【請求項３】
　前記第１面操作用の入力タッチ部材又は第２面操作用の入力タッチ部材から引出された
当該多面操作用の入力シートの配線部材を備える
　請求項１または請求項２に記載の入力装置。
【請求項４】
　前記第２面操作用の入力タッチ部材の操作軸方向に、スイッチオン又はオフ確認用の発
光ダイオードを備える
　請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の入力装置。
【請求項５】
　前記誘電性の膜上の全面に設けられて光を透過する絶縁性の膜を有する
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の入力装置。
【請求項６】
　前記誘電性の膜は、所望の弾性率、誘電率、光学透過率及び厚みを有しており、
　前記誘電性の膜の弾性率は、前記絶縁性の膜の弾性率よりも低い
　請求項５に記載の入力装置。
【請求項７】
　前記誘電性の膜には、シリコンゴムが使用される
　請求項１ないし請求項６のいずれか１項に記載の入力装置。
【請求項８】
　光透過性のシート状の平坦部材に第１面操作用のシート状の入力タッチ部材と第２面操
作用のシート状の入力タッチ部材とを形成して多面操作用の展開入力シートを形成する工
程と、
　前記展開入力シートを取り付けるための第１面操作領域及び第２面操作領域を有した筐
体を形成する工程と、
　前記展開入力シートを選択的に折曲げて前記筐体の第１面操作領域に第１面操作用の入
力タッチ部材を取り付け、かつ、当該筐体の第２面操作領域に第２面操作用の入力タッチ
部材を取り付ける工程と
　を含み、
　前記展開入力シートを形成する工程は、
　Ｘ方向及びＹ方向を規定した入力操作領域で操作体の入力位置を検出する抵抗調整膜を
形成する工程と、
　前記抵抗調整膜上の全面に、光を透過する透明導電性の膜を形成する工程と、
　前記透明導電性の膜上の全面に、光を透過すると共に、前記入力操作領域に対する鉛直
方向をＺ方向としたとき、前記操作体の押下力に対応して前記Ｚ方向の厚みが変化する誘
電性の膜を形成する工程と
　を含む入力装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第１面操作用の入力タッチ部材を前記筐体の操作面内側に接合し、前記第２面操作
用の入力タッチ部材を当該筐体の壁面内側に沿って接合する
　請求項８に記載の入力装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１面操作用の入力タッチ部材又は第２面操作用の入力タッチ部材のいずれか一方
から当該多面操作用の展開入力シートの配線部材を引き出す
　請求項８または請求項９に記載の入力装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記第２面操作用の入力タッチ部材の操作軸方向に、スイッチオン又はオフ確認用の発
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光ダイオードを取り付ける
　請求項８ないし請求項１０のいずれか１項に記載の入力装置の製造方法。
【請求項１２】
　表示手段と、
　前記表示手段の上部に配置され、操作体の接触位置を検出して位置検出信号を出力する
機能及び前記操作体の押圧力を検出して力検出信号を出力する機能を有した入力手段と
　を備え、
　前記入力手段は、
　第１操作領域及び第２面操作領域を有した筐体と、
　前記筐体の第１操作領域及び第２面操作領域に取り付けられた多面操作用の入力シート
と
　を有し、
　前記多面操作用の入力シートは、
　光透過性のシート状の平坦部材に第１面操作用のシート状の入力タッチ部材と第２面操
作用のシート状の入力タッチ部材とを形成した展開入力シートが選択的に折曲げられ、前
記筐体の第１操作領域に第１面操作用の入力タッチ部材が取り付けられ、かつ、当該筐体
の第２面操作領域に第２面操作用の入力タッチ部材が取り付けられた入力シート折曲げ構
造を有すると共に、
　Ｘ方向及びＹ方向を規定した入力操作領域で操作体の入力位置を検出する抵抗調整膜と
、
　前記抵抗調整膜上の全面に設けられて光を透過する透明導電性の膜と、
　前記透明導電性の膜上の全面に設けられて光を透過すると共に、前記入力操作領域に対
する鉛直方向をＺ方向としたとき、前記操作体の押下力に対応して前記Ｚ方向の厚みが変
化する誘電性の膜と
　を有する電子機器。
【請求項１３】
　前記多面操作用の入力シートは、
　前記第１面操作用の入力タッチ部材が前記筐体の操作面内側に接合され、前記第２面操
作用の入力タッチ部材が当該筐体の壁面内側に沿って接合されて成る
　請求項１２に記載の電子機器。
【請求項１４】
　前記第１面操作用の入力タッチ部材又は第２面操作用の入力タッチ部材から引出された
当該多面操作用の入力シートの配線部材を備える
　請求項１２または請求項１３に記載の電子機器。
【請求項１５】
　前記第２面操作用の入力タッチ部材の操作軸方向に、スイッチオン又はオフ確認用の発
光ダイオードを備える
　請求項１２ないし請求項１４のいずれか１項に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、予め準備された入力項目選択用の表示画面の中からアイコンを選択して情報
を入力する、デジタルカメラや、携帯電話機、携帯端末装置等に適用して好適な入力装置
、その製造方法及び電子機器に関する。詳しくは、入力シート折曲げ構造を有する多面操
作用の入力シートを備え、光透過性のシート状の平坦部材に表示面操作用のシート状の入
力タッチ部材と側面操作用のシート状の入力タッチ部材とを形成した展開入力シートを選
択的に折曲げて、当該筐体の表示面操作領域に表示面操作用の入力タッチ部材を取り付け
、かつ、当該筐体の側面操作領域に側面操作用の入力タッチ部材を取り付けて、表示面操
作用の入力タッチ部材又は側面操作用の入力タッチ部材の一部の位置に、当該多面操作用
の入力シートの配線部材を集中できるようにすると共に、配線部材や配線端子等の取り付
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けスペースを低減できるようにしたものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ユーザ（操作者）は、デジタルカメラや、携帯電話機、カムコーダ、ＰＤＡ（Ｐ
ersonal　Ｄigital　Ａssistants）等の携帯用の電子機器に様々なコンテンツを取り込み
、それを利用するようになってきた。これらの電子機器には入力装置が具備される。入力
装置にはキーボードや、ＪＯＧダイヤル等の入力手段、表示部を合わせたタッチパネルな
どが使用される場合が多い。タッチパネルには、静電容量方式や抵抗膜方式が使用されて
いる。
【０００３】
　静電容量方式のタッチパネルには、入力操作面下に静電容量シートが設けられ、入力操
作面において、指を触れた入力位置を検出して、指を触れた状態と、指で触れていない状
態（非接触）とを判別するようになされる。抵抗膜方式のタッチパネルには、入力操作面
下に抵抗調整膜が設けられ、入力操作面において、指を触れた入力位置を検出して、指を
触れた状態と、指で触れていない状態（非接触）とを判別するようになされる。
【０００４】
　静電容量方式のタッチパネルは、静電容量シートと操作者の指の間に、筺体等の入力操
作面が介在していても動作するので、防水性かつデザイン性に優れている。また、抵抗膜
方式のタッチパネルと比較して、メカ的に動く部分がない等により耐久性に優れている。
【０００５】
　デジタルカメラや、携帯電話機、カムコーダ、ＰＤＡ等の携帯用の電子機器の表示部に
搭載されるタッチパネルについて、より多くの機能が搭載され、表示素子は高性能化の一
途を辿ってきている。それに伴って、上述の電子機器には、ノートパソコン（以下ノート
ＰＣという）等のように、画面上のカーソルを任意に移動させ、アイコンにカーソルを合
わせて決定するというような、いわゆる“カーソリング機能”が求められてきている。
【０００６】
　このような要求は、“選ぶ”という動作と、“決定”するという動作の２種類の入力操
作を区別して検出できることが要求される。人間工学的なものの見方からすると、前者の
選ぶという動作は、“なぞる”という動作、後者の決定という動作は“押し込む”という
動作と直結すると考えることは容易である。
【０００７】
　一方、電気機器の筺体に配置されるスイッチについても、より多くの機能が搭載され、
更にデザイン的な要求から、機能が増えているにもかかわらず、スイッチ数を減らす、ス
イッチと筺体の間の段差を減らすなどの要求が多く出てきている。また、この入力操作領
域においても、スライド操作などの、前記“なぞる”という動作と、決定の意味をもつ“
押し込む”という動作が同一平面上で操作できることが要求されてきている。
【０００８】
　これらの静電容量方式や抵抗膜方式のタッチパネルを備えた電子機器によれば、筐体内
に表示手段が設けられ、その表示領域上には、静電容量シートや抵抗膜シートが設けられ
るが、メカニカルスイッチは、これらの静電容量シートや抵抗膜シートとは別個独立に筐
体の側面に設けられている。メカニカルスイッチの一例を挙げると、例えば、筐体側面に
おいて、ドーム形状の金属板を電極パターン上に形成し、使用者がドーム上を押下するこ
とによって、ドームが変形しドーム下の電極パターンに接触することによって、電気的な
スイッチングが行われる。同時に、ドーム変形時の金属板の、いわゆる“コシ”により、
クリック感を発生せしめるものである。
【０００９】
　この種のタッチパネルを使用した電子機器に関連して特許文献１には、タッチパネルの
入力方法が開示されている。この入力方法によれば、重要な項目選択の場合は、強くタッ
チ操作をし、単純な選択操作は軽くタッチ操作するようになされる。このようにすると、
操作員の誤操作を防止できるというものである。
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【００１０】
　特許文献２には、外部モニタとエレクトロビュファインダを備えた撮像装置が開示され
ている。この撮像装置によれば、エレクトロビュファインダには、タッチパネルの操作に
連動して、画面内を移動するポインタと、このポインタで指示され、選択される撮影情報
等の各種操作の指令を入力する操作領域とが表示される。タッチパネルの操作に基づいて
撮影情報に係る各種操作の指令を入力するようになされる。このようにすると、エレクト
ロビュファインダ専用の操作系を設けることがないので、コストアップを防止できるとい
うものである。
【００１１】
　特許文献３には、タッチパネルを備えた入力装置及び入力方法が開示されている。この
入力方法によれば、入力操作時、タッチパネルで押圧指示しようとする場合に、入力しよ
うとする入力画面の一部をユーザの指示位置を指示する表示体と共に入力ガイド情報と共
に別途表示するようになされる。このようにすると、視認性を向上でき、かつ、入力ミス
を防止でき、操作性を向上できるというものである。
【００１２】
　特許文献４には、指やペンなどにより入力可能な座標入力装置が開示されている。この
座標入力装置によれば、静電容量圧力センサと表示手段とを組み合わせて入出力一体型の
座標入力装置を構成するようになされる。このようにすると、専用の電子ペン等を使用せ
ずに、また、電磁ノイズを発生することなく、指やペンなどにより入力情報を選択できる
というものである。
【００１３】
【特許文献１】特開平　０９－０２２３３０号公報（第２頁　図３）
【特許文献２】特開２０００－１８４２４１号公報（第２頁　図２）
【特許文献３】特開２００４－０２１９３３号公報（第３頁　図３）
【特許文献４】特開２０００－３４７８０７号公報（第３頁　図５）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　ところで、従来例に係るデジタルカメラや、携帯電話機、携帯端末装置等の電子機器に
よれば、以下のような問題がある。
【００１５】
　ｉ．現在、上述の電子機器には、“なぞる”動作と“押し込む”動作とを同一平面上に
実現することが求められている。しかし、従来方式では、上述の２つの動作のうち、違和
感のない人間の操作において、どちらか１つの動作しか実現できていないのが現状である
。因みに、ノートＰＣのタッチパッドなどは、ダブルクリックなどで上記２つの機能を分
けているが、人間工学的な観点からは、違和感のある操作といわざるを得ない。
【００１６】
　ii．また、特許文献１～特許文献３に見られるような各種方式のタッチパネルと表示部
とを合わせた二次元入力機能付きの携帯端末装置によれば、表示部でアイコンを選択した
際に、その選択位置において、”押し込み”操作による入力確定ができていないのが現状
である。
【００１７】
　iii．なお、特許文献４に見られるような静電容量シートとメカニカルタクトスイッチ
を組み合わせて、“なぞる”動作と“押し込む”動作とを同一平面上で実現することが考
えられるが、特許文献４に見られるようなメカニカルタクトスイッチを採用すると、装置
が大型化するばかりか、デザイン面でのデメリットが生じてしまい、及び、“なぞり”動
作時の操作感がメカニカルスイッチをなぞることになる。このため、意図しない凹凸感を
感じてしまい、人間工学的に好ましくない。
【００１８】
　iv．また、筐体側面に取り付け可能なメカニカルスイッチによれば、オンオフ確認用に
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発光ダイオード（ＬＥＤ）を組み合わせて使用される場合がある。この種のメカニカルス
イッチにおいて、ＬＥＤは押下操作軸外の基板上に配置されているので、部品取り付けス
ペースを多く占有するようになる。
【００１９】
　ｖ．更に、静電容量シートや抵抗膜シート等とその制御用のＩＣ基板の間、また、メカ
ニカルスイッチと、そのＩＣ基板の間には、フレキシブル配線シート（基板）を使用して
配線される場合が多い。従って、高価なフレキシブル配線をシート基板間に３本乃至４本
（条）を布設したり、これに接続される同数のコネクタを実装しなければならない。これ
により、組立時の配線接続工程が複雑になったり、部品点数が多くなって、タッチパネル
を使用した電子機器のコストアップにつながる。
【００２０】
　そこで、この発明はこのような従来の課題を解決したものであって、組立時の配線接続
工程を簡略化できるようにすると共に、部品点数を削減して装置機器を小型化できるよう
にした入力装置、その製造方法及び電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明に係る入力装置は、第１操作領域及び第２面操作領域を有した筐体と、この筐体
の第１操作領域及び第２面操作領域に取り付けられた多面操作用の入力シートとを備え、
多面操作用の入力シートが、光透過性のシート状の平坦部材に第１面操作用のシート状の
入力タッチ部材と第２面操作用のシート状の入力タッチ部材とを形成した展開入力シート
が選択的に折曲げられ、筐体の第１操作領域に第１面操作用の入力タッチ部材が取り付け
られ、かつ、当該筐体の第２面操作領域に第２面操作用の入力タッチ部材が取り付けられ
た入力シート折曲げ構造を有すると共に、Ｘ方向及びＹ方向を規定した入力操作領域で操
作体の入力位置を検出する抵抗調整膜と、この抵抗調整膜上の全面に設けられて光を透過
する透明導電性の膜と、この透明導電性の膜上の全面に設けられて光を透過すると共に、
入力操作領域に対する鉛直方向をＺ方向としたとき、操作体の押下力に対応してＺ方向の
厚みが変化する誘電性の膜とを有するものである。
【００２２】
　本発明に係る入力装置によれば、多面操作用の入力シートが入力シート折曲げ構造を有
しているので、第１面操作用の入力タッチ部材又は第２面操作用の入力タッチ部材の一部
の位置に当該多面操作用の入力シートの配線部材を集中させることができる。
【００２３】
　本発明に係る入力装置の製造方法は、光透過性のシート状の平坦部材に第１面操作用の
シート状の入力タッチ部材と第２面操作用のシート状の入力タッチ部材とを形成して多面
操作用の展開入力シートを形成する工程と、展開入力シートを取り付けるための第１操作
領域及び第２面操作領域を有した筐体を形成する工程と、展開入力シートを選択的に折曲
げて筐体の第１操作領域に第１面操作用の入力タッチ部材を取り付け、かつ、当該筐体の
第２面操作領域に第２面操作用の入力タッチ部材を取り付ける工程とを含むと共に、上記
展開入力シートを形成する工程が、Ｘ方向及びＹ方向を規定した入力操作領域で操作体の
入力位置を検出する抵抗調整膜を形成する工程と、この抵抗調整膜上の全面に、光を透過
する透明導電性の膜を形成する工程と、この透明導電性の膜上の全面に、光を透過すると
共に、入力操作領域に対する鉛直方向をＺ方向としたとき、操作体の押下力に対応してＺ
方向の厚みが変化する誘電性の膜を形成する工程とを含むようにしたものである。
【００２４】
　本発明に係る入力装置の製造方法によれば、折曲げ可能な多面操作用の展開入力シート
を一部品によって形成できるので、従来方式のような第１面操作用の入力タッチパネルと
第２面操作用の入力タッチスイッチとを別個独立した２部品で構成する場合に比べて、製
造工程数を削減することができる。
【００２５】
　本発明に係る電子機器は、表示手段と、この表示手段の上部に配置され、操作体の接触
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位置を検出して位置検出信号を出力する機能及び操作体の押圧力を検出して力検出信号を
出力する機能を有した入力手段とを備え、入力手段が、第１操作領域及び第２面操作領域
を有した筐体と、筐体の第１操作領域及び第２面操作領域に取り付けられた多面操作用の
入力シートとを有し、多面操作用の入力シートは、光透過性のシート状の平坦部材に第１
面操作用のシート状の入力タッチ部材と第２面操作用のシート状の入力タッチ部材とを形
成した展開入力シートが選択的に折曲げられ、筐体の第１操作領域に第１面操作用の入力
タッチ部材が取り付けられ、かつ、当該筐体の第２面操作領域に第２面操作用の入力タッ
チ部材が取り付けられた入力シート折曲げ構造を有すると共に、Ｘ方向及びＹ方向を規定
した入力操作領域で操作体の入力位置を検出する抵抗調整膜と、この抵抗調整膜上の全面
に設けられて光を透過する透明導電性の膜と、この透明導電性の膜上の全面に設けられて
光を透過すると共に、入力操作領域に対する鉛直方向をＺ方向としたとき、操作体の押下
力に対応してＺ方向の厚みが変化する誘電性の膜とを有するものである。
【００２６】
　本発明に係る電子機器によれば、本発明に係る入力装置が応用されるので、入力手段の
第１面操作用の入力タッチ部材又は第２面操作用の入力タッチ部材の一部の位置に当該入
力手段の位置検出信号や力検出信号等を伝送する配線部材を集中させることができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係る入力装置によれば、入力シート折曲げ構造を有する多面操作用の入力シー
トを備え、この入力シートは、光透過性のシート状の平坦部材に第１面操作用のシート状
の入力タッチ部材と第２面操作用のシート状の入力タッチ部材とを形成した展開入力シー
トが選択的に折曲げられ、当該筐体の第１操作領域に第１面操作用の入力タッチ部材が取
り付けられ、かつ、当該筐体の第２面操作領域に第２面操作用の入力タッチ部材が取り付
けられたものである。
【００２８】
　この構成によって、第１面操作用の入力タッチ部材又は第２面操作用の入力タッチ部材
の一部の位置に当該多面操作用の入力シートの配線部材を集中させることができる。従っ
て、第１面操作用の入力タッチ部材と第２面操作用の入力タッチ部材の別個独立した位置
から配線部材を引き出す場合に比べて、配線部材や配線端子等の取り付けスペースを低減
できるので、入力装置の小型化を図ることができる。しかも、入力装置の組立時、配線接
続工程の簡略化を図ることができる。また、部品点数の削減化により入力装置のコストダ
ウンが図れる。
【００２９】
　本発明に係る入力装置の製造方法によれば、光透過性のシート状の平坦部材に第１面操
作用のシート状の入力タッチ部材と第２面操作用のシート状の入力タッチ部材とを形成し
て多面操作用の展開入力シートを形成するようになされる。
【００３０】
　この構成によって、折曲げ可能な多面操作用の展開入力シートを一部品によって形成で
きるので、従来方式のような第１面操作用の入力タッチパネルと第２面操作用の入力タッ
チスイッチとを別個独立した２部品で構成する場合に比べて、製造工程数を削減すること
ができる。
【００３１】
　本発明に係る電子機器によれば、表示手段の上部に配置され、操作体の接触位置を検出
して位置検出信号を出力する機能及び操作体の押圧力を検出して力検出信号を出力する機
能を有した入力手段を備え、この入力手段には本発明に係る入力装置が応用されるもので
ある。
【００３２】
　この構成によって、入力手段の第１面操作用の入力タッチ部材又は第２面操作用の入力
タッチ部材の一部の位置に当該入力手段の位置検出信号や力検出信号等を伝送する配線部
材を集中させることができる。従って、第１面操作用の入力タッチ部材と第２面操作用の
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入力タッチ部材の別個独立した位置から配線部材を引き出す場合に比べて、配線部材や配
線端子等の取り付けスペースを低減できるので、電子機器の小型化を図ることができる。
しかも、電子機器の組立時、配線接続工程の簡略化を図ることができる。また、部品点数
の削減化により電子機器のコストダウンが図れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　続いて、この発明に係る入力装置、その製造方法及び電子機器の一実施の形態について
、図面を参照しながら説明をする。
【実施例１】
【００３４】
　図１は、本発明に係る第１の実施例としての入力装置１００の構成例を示す斜視図であ
る。
【００３５】
　図１に示す入力装置１００は、予め準備された入力項目選択用の表示画面の中からアイ
コンを選択して情報を入力したり、Ｚ方向の押圧力を検出してスイッチ動作をする装置で
ある。入力装置１００は、図示しない表示手段を組み合わせたデジタルカメラや、携帯電
話機、携帯端末装置等に適用して好適である。
【００３６】
　入力装置１００は、筐体２０、接着シート５０及び多面操作用の入力シート８０を備え
て構成される。筐体２０は、第１面操作領域の一例となる表示面操作領域Ｉ及び第２面操
作領域の一例となる３つの側面操作領域IIａ，IIｂ，IIｃを有している。筐体２０はアク
リル部材を金型射出２色成形して構成される。光透過部部分は、モニタ等の表示窓部に相
当し、アクリルの無色透明性を維持している。その他は内部が見えない遮光性を維持して
いる。
【００３７】
　多面操作用の入力シート８０は、例えば、接着シート５０を介して筐体２０の表示面操
作領域Ｉ及び側面操作領域IIａ，IIｂ，IIｃに取り付け（貼り付け）られる。入力シート
８０は、入力シート折曲げ構造を有している。この構造では、光透過性のシート状の平坦
部材に、表示面操作用のシート状の入力タッチ部材（以下、表示面タッチシート部分８０
ｄという）と、側面操作用のシート状の入力タッチ部材（以下、側面タッチシート部分８
０ａ，８０ｂ，８０ｃという）とを形成した展開入力シート８０’が選択的に折曲げられ
、筐体２０の表示面操作領域Ｉに表示面タッチシート部分８０ｄが取り付けられ、かつ、
当該筐体２０の側面操作領域IIａ，IIｂ，IIｃに側面タッチシート部分８０ａ，８０ｂ，
８０ｃが取り付けられる。平坦部材には、フレキシブルな樹脂シートが使用される。
【００３８】
　入力シート８０は、例えば、表示面タッチシート部分８０ｄが表示面操作領域Ｉに位置
合わせされて、筐体２０の操作面内側に接合（接着）され、側面タッチシート部分８０ａ
，８０ｂ，８０ｃが当該筐体２０の側面操作領域IIａ，IIｂ，IIｃに位置合わせされて、
その壁面内側に沿って接合（接着）される。側面タッチシート部分８０ａ，８０ｂ，８０
ｃ及び表示面タッチシート部分８０ｄを有する入力タッチ部材には、静電容量入力シート
が使用される。静電容量入力シートは、例えば、格子状の電極を成すＩＴＯ膜と、誘電体
を成すＳｉゴム膜から構成される。
【００３９】
　表示面タッチシート部分８０ｄ及び側面タッチシート部分８０ａ，８０ｂ，８０ｃは、
展開入力シート８０’の内部で電気的に接続されており、折曲げ部分には、導電パターン
が設けられ、静電容量が変化しないようになされている。静電容量入力シートは、折曲げ
部分を境界にして、側面タッチシート部分８０ａ，８０ｂ，８０ｃと、表示面タッチシー
ト部分８０ｄとに割り当てられる。もちろん、入力タッチ部材は、静電容量入力シートに
限られることはなく、静電容量入力シートの下に図示しない抵抗調整膜を設けたものであ
ってもよい。この抵抗調整膜で上述の平坦部材を兼用することができる。
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【００４０】
　入力シート８０には配線部材の一例となるフレキシブル配線６０が接続される。フレキ
シブル配線６０は例えば、側面タッチシート部分８０ａから引出され、表示面タッチシー
ト部分８０ｄや側面タッチシート部分８０ａ，８０ｂ，８０ｃ等からの操作者の指等（操
作体）の接触位置を検出して得られる位置検出信号を伝送したり、その押圧力を検出して
得られる力検出信号を伝送するようになされる。
【００４１】
　図２Ａ及びＢは、多面操作用の入力シート８０の展開例を示す上面図及びその正面図で
ある。図２Ａに示す入力シート８０は、上部入力シート及び下部入力シートに区分して使
用される。入力シート８０は、図中の三角印の境界部分IIIで折曲げて使用される。この
境界部分IIIで入力シート８０は、上部入力シート８０１及び下部入力シート８０２が画
定される。上部入力シート８０１には、表示面タッチシート部分８０ｄが設けられ、図示
しない表示手段のアイコン映像を透過するようになされる。
【００４２】
　下部入力シート８０２には、３つの側面タッチシート部分８０ａ，８０ｂ，８０ｃが設
けられている。側面タッチシート部分８０ａは、筐体２０の側面操作領域IIａに位置合わ
せされて、第１の操作スイッチが構成され、この操作スイッチを押圧操作することで、こ
の部分の静電容量入力シートからオン・オフを検出するようになされる。
【００４３】
　側面タッチシート部分８０ｂは、筐体２０の側面操作領域IIｂに位置合わせされて、第
２の操作スイッチが構成され、この操作スイッチを押圧操作することで、この部分の静電
容量入力シートからオン・オフを検出するようになされる。側面タッチシート部分８０ｃ
は、筐体２０の側面操作領域IIｃに位置合わせされて、第３の操作スイッチが構成され、
この操作スイッチを押圧操作することで、この部分の静電容量入力シートからオン・オフ
を検出するようになされる。
【００４４】
　図２Ｂは、図２Ａに示した入力シート８０のＸ１－Ｘ１矢視断面図である。この例では
、静電容量入力シート上の全面に光透過性の接着シート５０が設けられる。接着シート５
０は、その全面に設けなくてもよい。例えば、光透過部分を除く部分に接着シート５０を
設けてもよい。この場合は、非透明性の接着シート５０’を使用することができる。
【００４５】
　図３Ａ及びＢは、筐体２０の構成例を示す上面図及びその正面図である。図３Ａに示す
筐体２０は、長さがＬ［ｍｍ］で、幅がＷ［ｍｍ］である。筐体２０はアクリル部材を金
型射出２色成形して構成される。光透過部分は、表示窓部に相当し、アクリルの無色透明
性を維持している。その他の部分（非透過部分）は、内部が見えない遮光性を維持してい
る。光透過（透明）部分には、アクリル系樹脂やポリカーボネート（ＰＣ）等が使用され
る。非透明部分には、ＡＢＳ樹脂や、ＰＣ＋ＡＢＳ樹脂、ＰＣ等が使用される。
【００４６】
　二色成形射出金型装置によれば、例えば、射出機構が２個併設され、その一次側の射出
機構に、筐体２０で表示面操作領域Ｉ及び側面操作領域IIａ，IIｂ，IIｃ等の光透過部分
を画定する金型がセットされ、その二次側の射出機構に、筐体２０で非透明部分を画定す
る金型がセットされる。一次側の射出ノズルが前進し、可動側型板が閉じ、光透過部分の
アクリル樹脂を注入すると、一次側モールドが成形される。
【００４７】
　当該装置で成形が完了すると、金型（キャビティ）が開き、一次側のスプル・ランナー
が金型から離れる。このとき、一次側モールドは、可動側型板（コア）に残ったままであ
る。その後、二次側の射出機構によって、二次側の射出ノズルが前進し、可動側型板（コ
ア）に残った一次側モールドに連続して、非透明部分を画定する金型を有した可動側型板
が閉じ、非透明部分のＡＢＳ樹脂を注入すると、二次側モールドが成形される。成形が完
了すると、金型が開き、表示面操作領域Ｉ及び側面操作領域IIａ，IIｂ，IIｃ等が画定さ
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れた成型品（筐体２０）が取り出される。なお、射出機構は２個に限られることはなく、
３個を併設すると、３色成形された筐体２０を作成できる。
【００４８】
　筐体２０は、例えば、デジタルカメラの本体部に適用して好適である。この筐体２０を
デジタルカメラに適用した場合、表示窓部がモニタ表示面となるので、表示面操作領域Ｉ
が背面に位置するようになされる。
【００４９】
　図３Ｂは、図３Ａに示した筐体２０のＹ１－Ｙ１矢視断面図である。図３Ｂに示す筐体
２０は箱状を成しており、底部には表示窓部及び側部には操作窓部が設けられている。筐
体底部の反対側は開放されている。この筐体２０をデジタルカメラに適用する場合、この
開放側からは、図示しないレンズや回路基板、バッテリー等の実装部品が取り付けられる
。
【００５０】
　筐体２０の表示窓部及び操作窓部は、２色射出成形によって、光透過部分と非透過部分
とで領域が画定されていて、実際に開口されていない。もちろん、実際に、窓部を開口し
てもよい。図中、白抜き部分が光透過部分であり、斜線部分が非透過部分である。この例
では、図２Ａに示した入力シート８０が筐体内側に接着する形態で取り付けられる。
【００５１】
　続いて、入力装置１００の製造方法について説明する。図４及び図５は、入力装置１０
０の形成例（その１、２）を示す工程図である。
【００５２】
　まず、図４Ａに示す多面操作用の展開入力シート（静電容量入力スイッチシート）８０
’を形成する。展開入力シート８０’は、例えば、光透過性の樹脂シートに、表示面タッ
チシート部分８０ｄと側面タッチシート部分８０ａ，８０ｂ，８０ｃとを形成して得る。
この例では、側面タッチシート部分８０ａから当該多面操作用の入力シート８０のフレキ
シブル配線６０を引き出すようになされる。展開入力シート８０’の裏面には、両面テー
プ等の接着シート５０がその保護紙７０と共に貼付されている。
【００５３】
　次に、図４Ｂに示す筐体２０を形成する。筐体２０には、展開入力シート８０’を取り
付けるための表示面操作領域Ｉ及び側面操作領域IIａ，IIｂ，IIｃを有している。筐体２
０の形成方法は、図３Ａ及び図３Ｂで説明した通りである。
【００５４】
　次に、図４Ｃに示すように、展開入力シート８０’を選択的に折曲げて筐体２０の表示
面操作領域Ｉに表示面タッチシート部分８０ｄを取り付ける。例えば、展開入力シート８
０’の裏面から保護（剥離）紙７０を剥離して、接着シート５０の部分を筐体２０の内側
底面にローラ５８を使用して押し当て圧延する。ローラ５８で押さえながら接合すると、
表示面操作領域Ｉに貼り付け力不均一による“気泡”を発生させないようにできる。
【００５５】
　このように、保護紙７０を剥がしながら筐体内側面に展開入力シート８０’を接合する
。接着シート（接着剤）５０には、例えば、日東電工製ＣＳ－９６２１を使用する。この
接着シート５０は、アルカリ系接着剤である。コーナーは指で押圧しながら接着するとよ
い。この部分は、表示面操作領域から外れるため、気泡が発生しても差し支えないので手
作業が許容される。もちろん、隅押さえ処理用の機械装置を使用してもよい。これにより
、表示面タッチシート部分８０ｄを筐体２０の内側底面に接合することができる。
【００５６】
　更に、図５Ａに示すように筐体２０の側面操作領域IIａ，IIｂ，IIｃに側面タッチシー
ト部分８０ａ，８０ｂ，８０ｃを取り付ける。例えば、側面タッチシート部分８０ａ，８
０ｂ，８０ｃを当該筐体２０の壁面内側に沿って接合する。なお、展開入力シート８０’
が貼付された筐体２０を必要に応じて熱処理してもよい。例えば、筐体２０を６０℃で２
０分程度熱処理する。この場合は、接着シート５０に熱圧着剤を使用する場合である。熱
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圧着剤にはホットメルト（熱硬化剤）樹脂を使用する。この熱処理は、気泡が表示部に発
生した場合に取り除くことができる。これにより、図５Ｂに示す入力シート折曲げ構造を
有した筐体２０が完成する。
【００５７】
　このように、本発明に係る入力装置の製造方法によれば、折曲げ可能な多面操作用の展
開入力シート８０’を一部品によって形成できるので、従来方式のような表示面操作用の
入力タッチパネルと側面操作用の入力タッチスイッチとを別個独立した２部品で構成する
場合に比べて、製造工程数を削減することができる。
【００５８】
　続いて、入力装置１００の構成例及びその動作例について説明する。図６は、三次元入
力機能付きの入力装置１００の構成例を示す斜視図である。この実施例では、従来方式の
ＸＹ位置検出機能に加えて、押し込む方向の力を識別又は検出できるようにしたものであ
る。
【００５９】
　図６に示す入力装置１００は、基板１上に抵抗調整膜２、ＩＴＯ膜３（Indium　Tin　O
xide膜；インジュム錫酸化物）及びＳｉゴム膜４が積層され、入力シート８０が構成され
る。この例で、入力装置１００と液晶表示パネル等の平面表示素子を組み合わせて使用す
る場合は、基板１には平面表示素子の上部ガラス基板が兼用される。また、入力装置１０
０とＬＥＤ等の発光素子を組み合わせて使用する場合は、基板１には筐体２０の側面操作
領域IIａ，IIｂ，IIｃのモールド樹脂部分が兼用される。
【００６０】
　基板１上には、入力操作領域IVを有する抵抗調整膜２が設けられ、操作者の指（操作体
）の接触（入力）位置を検出するようになされる。入力操作領域IVの大きさは、長さがＬ
’［ｍｍ］程度で、幅がＷ’［ｍｍ］程度である。この例で、入力操作領域IVには、Ｘ方
向及びＹ方向が規定され、また、入力操作領域IVに対する鉛直方向がＺ方向と規定されて
いる。これは、三次元入力機能付きの入力装置１００を構成するためである。入力操作領
域IVは、表示面タッチシート部分８０ｄを含むシート幅がＷ１［ｍｍ］程度であり、側面
タッチシート部分８０ａ，８０ｂ，８０ｃを含むシート幅がＷ２［ｍｍ］程度である（Ｗ
’＝Ｗ１＋Ｗ２）。
【００６１】
　抵抗調整膜２上の全面には、透明導電性の膜の一例となるＩＴＯ膜３が設けられ、平面
（蓄積）電極を構成すると共に下部からの光を透過するように使用される。抵抗調整膜２
には、引き出し線Ｌｘ１，Ｌｘ２，Ｌｙ１，Ｌｙ２が接続される。引き出し線Ｌｘ１，Ｌ
ｘ２、Ｌｙ１，Ｌｙ２は駆動回路５に接続され、交流波信号Ｓacに基づいて抵抗調整膜２
のＸ方向及びＹ方向で検出される電圧（以下検出電圧という）Ｖ１，Ｖ２を出力するよう
になされる。駆動回路５には交流波発振装置６が接続され、交流波信号Ｓacを供給するよ
うになされる。
【００６２】
　ＩＴＯ膜３上の全面には、誘電性の膜の一例となるＳｉゴム膜４（膨脂膜）が設けられ
、下部からの光を透過すると共に、操作者の指の押下力に対応してＺ方向の厚み（距離ｄ
）が変化する。Ｓｉゴム膜４は、所望の弾性率、誘電率、光学透過率（光学特性）及び厚
みを有している。Ｓｉゴム膜４の弾性率は、例えば、ＳｉＯ2膜の弾性率と比べると低い
ものである。
【００６３】
　この例で、ＩＴＯ膜３とＳｉゴム膜４と操作者の指とによって静電容量（Ｃ＝ε・Ｓ／
ｄ）が構成される。εはＳｉゴム膜４の誘電率であり、Ｓは操作者の指が入力面に触れて
いる部分の面積（接触面積）であり、ｄはＳｉゴム膜４を介した操作者の指とＩＴＯ膜３
との間の距離である。Ｓｉゴム膜４の厚みは、操作者の指の加圧によりＩＴＯ膜３との距
離が変化すればよい程度である。
【００６４】



(12) JP 4747747 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

　この例で、Ｓｉゴム膜４等の膨脂膜を使用するようにしたのは、当該入力装置１００に
おける操作者の指の接触位置において、ＩＴＯ膜３とＳｉゴム膜４と操作者の指とによっ
て構成される静電容量Ｃに依存した電圧検出情報（レベル）をそのＺ方向への押下力に対
応して変化させる。この変化の結果で得られる、操作者の指によるＺ方向への押下力に基
づく複数種類の電圧検出情報を検出するためである。
【００６５】
　上述した膨脂膜は、Ｓｉゴム膜４に限定されることはなく、透明であり、弾性率が高い
樹脂であれば何でもよい。膨脂膜には、例えば、厚みが０．５ｍｍ程度のＳｉゴム膜４を
使用する。膨脂膜には、指（例えば、ＳＲ６　Ｓｉゴム）で、当該膨脂膜を垂直に加圧し
た場合、５０ｇｆ印加時に０．１ｍｍ程度、更に、２５０ｇｆ印加時に０．３ｍｍ程度の
変形を起こし、透過率が８０％以上であるような樹脂が好ましい。
【００６６】
　次に、膨脂膜として使用可能な超透明ゴムの特性について説明する。膨脂膜としては、
例えば、熱硬化性オルガノポリシロキサン組成物から成る超透明ゴムが使用できる。この
熱硬化性オルガノポリシロキサン組成物は、付加反応硬化型オルガノポリシロキサン組成
物又は有機過酸化物硬化型オルガノポリシロキサン組成物とすることが望ましい。
【００６７】
　この場合、超透明ゴムの成分である付加反応硬化型オルガノポリシロキサン組成物は、
（Ｉ）１分子中に平均２個以上のアルケニル基を有するオルガノポリシロキサン１００重
量部、
（II）１分子中に平均２個以上のケイ素原子に結合した水素原子を有するオルガノハイド
ロジェンポリシロキサン０．１～５０重量部、及び、
（III）適度な触媒量の付加反応触媒からなるものである。
【００６８】
　有機過酸化物硬化型オルガノポリシロキサン組成物は、
（ｉ）１分子中に平均２個以上のアルケニル基を有するオルガノポリシロキサン１００重
量部及び、
（ii）適度な触媒量の有機過酸化物からなるものである。
【００６９】
　ここで、超透明ゴムの成分（Ｉ）の付加反応硬化型オルガノポリシロキサン組成物の１
分子中に平均２個以上のアルケニル基を有するオルガノポリシロキサンとしては、次の平
均組成式（１）で示されるものを用いる。
【００７０】
【化１】

　（１）式中、Ｒ１は互いに同一又は異種の炭素数１～１０、好ましくは１～８の非置換
又は置換一価炭素水素基であり、ａは１．５～２．８、好ましくは１．８～２．５、より
好ましくは１．９５～２．０５の範囲の正数である。
【００７１】
　超透明ゴムに関して上述の平均組成式（１）のＲ１で示されるケイ素原子に結合した非
置換又は置換の一価炭素水素基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イ
ソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペンチル基、ネオペンチ
ル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オクチル基、ノニル基、デシル基等のアルキル基
、フェニル基、トリル基、キシリル基、ナフチル基等のアリール基、ベンジル基、フェニ
ルエチル基、フェニルプロピル基等のアラルキル基、シクロヘキセニル基、オクテニル基
等のアルケニル基や、これらの基の水素原子の一部又は全部をフッ素、臭素、塩素等のハ
ロゲン原子、シアノ基等で置換したもの、例えば、クロロメチル基、クロロプロピル基、
ブロモエチル基トリフロロプロピル基、シアノエチル基等が挙げられる。
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【００７２】
　この場合、基Ｒ１の少なくとも２個はアルケニル基（特に炭素２～８のものが好ましく
、更に好ましくは２～６である）である。なお、アルケニル基の含有量は、ケイ素原子に
結合する全有機基中（即ち、前記平均組成式（１）におけるＲ１としての非置換又は置換
の一価炭素水素基中）０．００１～２０モル％、特に０．０１～１０モル％とすることが
好ましい。
【００７３】
　このアルケニル基は、分子鎖末端のケイ素原子に結合していても、両者に結合していて
もよいが、組成物の硬化速度、硬化物の物性等の点から、本発明で用いるオルガノポリシ
ロキサンは、少なくとも分子鎖末端のケイ素原子に結合したアルケニル基を含んだもので
あることが好ましい。
【００７４】
　上述のオルガノポリシロキサンの構造は、通常は、主鎖がジオルガノシロキサン単位の
繰り返しからなり、分子鎖両末端がトリオルガノシロキシ基で封鎖された基本的には直鎖
状構造を有するジオルガノポリシロキサンであるが、部分的には分岐状の構造、環状構造
などであってもよい。このアルケニル基含有オルガノポリシロキサンの重合度（重量平均
重合度）５０～２０，０００、好ましくは１００～２０００程度のものが使用される。こ
の平均重合度が５０未満では、硬化物としてのゴム物性が不充分な場合がある。
【００７５】
　また、超透明ゴムの成分（II）のオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、次の平均
組成式（２）で示され、１分子中に少なくとも２個（通常２～２００個）好ましくは、３
個以上、より好ましくは３～１５０個程度のケイ素原子結合水素原子（即ち、ＳｉＨ基）
を有することが必要である。
【００７６】
【化２】

　上述の平均組成式（２）の中で、Ｒ２は炭素数１～１０の置換又は非置換の一価炭素水
素基であり、この基Ｒ２としては先に示した平均組成式（１）中のＲ１と同様の基を上げ
ることができる。また、ｂは０．７～２．１、ｃは０．００１～１．０で、かつｂ＋ｃは
０．８～３．０を満足する正数であり、好ましくはｂは１．０～２．０、ｃは０．０１～
１．０、ｂ＋ｃは１．５～２．５である。
【００７７】
　上述の超透明ゴムの成分で、１分子中に少なくとも２個、好ましくは３個以上含有され
るＳｉＨ基は、分子鎖末端、分子鎖途中のいずれに位置してもよく、また、この両方に位
置するものであってもよい。更にまた、このオルガノハイドロジェンポリシロキサンの分
子構造は、直鎖状、環状、分岐状、三次元網状構造のいずれであってもよいが、１分子中
のケイ素原子の数（又は重合度）は通常２～３００個、好ましくは４～１５０個程度の室
温（２５℃）で液状のものが望ましい。
【００７８】
　上述の平均組成式（２）のオルガノハイドロジェンポリシロキサンとして具体的には、
例えば１，１，３，３－テトラメチルジシロキサン、メチルハイドロジェンシクロポリシ
ロキサン、メチルハイドジェンシロキサン・ジメチルシロキサン環状共重合体、両末端ト
リメチルシロキシ基封鎖メチルハイドロジェンポリシロキサン、両末端トリメチルシロキ
シ基封鎖ジメチルシロキサン・メチルハイドロジェンシロキサン共重合体、両末端ギメチ
ルハイドロジェンシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン、両末端ジメチルハイドロジェ
ンシロキシ基封鎖ジメチルシロキシサン・メチルハイドロジェンシロキシサン共重合体、
両末端トリメチルシロキシ基封鎖メチルハイドロジェンシロキシサン・ジフェニルシロキ
サン共重合体、両末端トリメチルシロキシ基封鎖メチルハイドロジェンロキサン・ジフェ
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ニルシ共重合体、両末端ジメチルハイドロジェンシロキシ基封鎖メチルハイドロジェンシ
ロキシサン・ジフェニルシロキサン共重合体、（ＣＨ３）２ＨＳｉＯ　１／２単位と（Ｃ
Ｈ３）３ＳｉＯ　１／２単位の他にＳｉＯ２　４／２単位とからなる共重合体、（ＣＨ３
）２ＨＳｉＯ　１／２単位とＳｉＯ　４／２単位とからなる共重合体、（ＣＨ３）２ＨＳ
ｉＯ　１／２単位の他にＳｉＯ　４／２単位と（Ｃ６Ｈ５）３ＳｉＯ　４／２単位とから
なる共重合体などが挙げられる
　このオルガノハイドロジェンポリシロキサンの配合量は、超透明ゴムの成分（Ｉ）のオ
ルガノポリシロキサン１００重量部に対して０．１～５０重量部、特に０．３～２０重量
部とすることが好ましい。
【００７９】
　また、超透明ゴムの成分（II）のオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、その成分
（Ｉ）中のケイ素原子に結合したアルケニル基１モルに対して、その成分（II）中のケイ
素原子に結合した水素原子（ＳｉＨ基）の量が０．５～５モル特に０．８～２．５モル程
度となる量で配合することもできる。
【００８０】
　なお、超透明ゴムの成分（III）の付加反応触媒としては、白金黒、塩化第２白金、塩
化白金酸、塩化白金酸と１価アルコールとの反応物、塩化白金酸とオレフィン類との錯体
、白金ビスアセトアセテート等の白金系触媒、パラジウム系触媒、ロジウム系触媒などの
白金族金属触媒が挙げられる。この付加反応触媒の配合量は触媒量とすることができ、通
常、白金族金属として０．５～１０００ｐｐｍ、特に１～５００ｐｐｍ程度とすればよい
。また、超透明ゴムの成分（Ｉ）の付加反応硬化型オルガノポリシロキサン組成物の１分
子中に平均２個以上のアルケニル基を有するオルガノポリシロキサンとしては、超透明ゴ
ムの成分（Ｉ）と同様のものを使用することができる。
【００８１】
　また、超透明ゴムの成分（ii）の有機過酸化物としては、従来公知のものを使用するこ
とができ、例えばベンゾイルパーオキサイド、２，４－ジクロロベンゾイルパーオキサイ
ド、ｐ－メチルベンゾイルパーオキサイド、ｏ－メチルベンゾイルパーオキサイド２，４
－ジクミルパーオキサイド、２，５－ジメチルービス（２．５－ｔ－ブチルパーオキシ）
ヘキサン、ジーｔ－ブチルパーオキサイド、ｔ－ブチルパーオキサイド、ｔ－ブチルパー
ベンゾエート、１，１－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）３，３，５－トリメチルシクロヘ
キサン、１，６－ビス（ｔ－ブチルパーオキシカルオキシ）ヘキサン等が挙げられる。
【００８２】
　有機過酸化物の配合量は、触媒量で示され、通常、超透明ゴムの成分（Ｉ）のオルガノ
ポリシロキサン１００重量部に対して０．０１～１０重量部とすることができる。有機過
酸化物硬化型オルガノポリシロキサン組成物は、超透明ゴムの成分（Ｉ）及び成分（ii）
にて構成される。これにより、Ｓｉゴム膜４等の膨脂膜を構成することができる。
【００８３】
　図７Ａ～Ｃは、入力装置１００のＺ方向の検出原理を示す断面図である。図７Ａに示す
入力装置１００は、基板１上に抵抗調整膜２、ＩＴＯ膜３及びＳｉゴム膜４が順次積層さ
れ、押下スイッチとしての機構的な構成がなされている。Ｓｉゴム膜４の静止時の厚みは
ｄ１である。ここで、接地（ＧＮＤ）を基準にして、Ｓｉゴム膜４上に操作者の指３０ａ
を接近したとき、指３０ａとＳｉゴム膜４との間の空間に分布する静電容量は、Ｃ１で示
される。ＩＴＯ膜３上のＳｉゴム膜４を誘電体とする静電容量は、Ｃ２で示される。なお
、Ｓｉゴム膜４上に接近する操作者の指３０ａは、等価的に抵抗Ｒ３及び静電容量Ｃ３の
直列回路で示すことがきる。これを状態“Ａ”という。
【００８４】
　更に、操作者の指３０ａをＳｉゴム膜４上に接近させ、そのＳｉゴム膜４上に軽く接触
したとき、指３０ａとＳｉゴム膜４との間の静電容量Ｃ１は分布し無くなる。この入力位
置に、ＩＴＯ膜３とＳｉゴム膜４と操作者の指３０ａとによって静電容量Ｃ２（＝ε・Ｓ
１／ｄ１）が分布される。εはＳｉゴム膜４の誘電率であり、Ｓ１は操作者の指３０ａが
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入力面に軽く触れている部分の面積（接触面積）であり、ｄ１はＳｉゴム膜４を介した操
作者の指３０ａとＩＴＯ膜３との間の距離である。例えば、Ｓｉゴム膜４上に人指し指３
０ａで５０ｇｆ（なぞり）程度の力を加えた状態である。これを状態“Ｂ”という。
【００８５】
　更に、またその入力位置で、操作者はＳｉゴム膜４上に人指し指３０ａで２５０ｇｆ（
押し込み）程度の力を加える。これを状態“Ｃ”という。このとき、ＩＴＯ膜３とＳｉゴ
ム膜４と操作者の指３０ａとによって静電容量Ｃ２’（＝ε・Ｓ２／ｄ２）が分布される
。εはＳｉゴム膜４の誘電率であり、Ｓ２は操作者の指３０ａが入力面に強く押された部
分の面積（接触面積；Ｓ１＜Ｓ２）であり、ｄ１はＳｉゴム膜４を介した操作者の指３０
ａとＩＴＯ膜３との間の距離（ｄ１＞ｄ２）である。
【００８６】
　この状態“Ｂ”の静電容量Ｃ２と状態“Ｃ”の静電容量Ｃ２’との関係は、Ｃ２’＞Ｃ
２である。つまり、操作者の指３０ａが入力面に軽く触れている場合の静電容量Ｃ２に比
べて、指３０ａを入力面に強く押した場合の静電容量Ｃ２’の方が大きくなる。この静電
容量のＣ２→Ｃ２’の変化は、検出電圧Ｖ１、Ｖ２に現れる。この検出電圧Ｖ１、Ｖ２の
変化を予め設定した閾値で判別すると、操作者の指３０ａのなぞり（５０ｇｆ）又は押し
込み（押下；２５０ｇｆ）をＣＰＵ等の制御系で判別できるようになる。制御系は、例え
ば、なぞり及び押し込みの違いをＺ方向の閾値で区別するようになされる。
【００８７】
　図８Ａ及びＢは、入力装置１００の駆動回路５及び抵抗調整膜２の構成例を示す回路図
である。図８Ａに示す駆動回路５によれば、Ｘ方向の検出系を注目した場合、２個のバイ
ポーラトランジスタＱ１，Ｑ２と、４個の抵抗器Ｒ１１、Ｒ１３、Ｒ２１、Ｒ２３を有し
て構成される。Ｙ方向の検出系も同様に構成されるので、その説明は割愛する。
【００８８】
　図８Ａにおいて、抵抗器Ｒ１３及びＲ２３の各々の一端は、電源線ＶＣＣに接続される
。抵抗器Ｒ１３の他は、ｎｐｎ型のバイポーラトランジスタ（以下単にトランジスタとい
う）Ｑ１のコレクタに接続され、抵抗器Ｒ２３の他も、ｎｐｎ型のバイポーラトランジス
タ（以下単にトランジスタという）Ｑ２のコレクタに接続される。各々のトランジスタＱ
１，Ｑ２のベースは、交流波発振装置６に接続される。
【００８９】
　各々のトランジスタＱ１，Ｑ２のエミッタ間には、図８Ｂに示す抵抗調整膜２が接続さ
れる。図８Ｂにおいて、抵抗調整膜２のＸ方向での、“なぞり”及び“押し込み”に供さ
れるスライド範囲は、Ｘ＝０からＸ＝ＭＡＸに至るまでである。Ｘ＝０は、抵抗調整膜２
の一端であり、Ｘ＝ＭＡＸは、その抵抗調整膜２の他端である。
【００９０】
　例えば、トランジスタＱ１のエミッタには、抵抗調整膜２の一方の端部の引き出し端子
５３及び抵抗器Ｒ１１の一端が接続され、トランジスタＱ２のエミッタには、抵抗調整膜
２の他方の端部の引き出し端子５４及び抵抗器Ｒ２１の一端が接続される。抵抗器Ｒ１１
及びＲ２１の各々の他端は、接地線ＧＮＤに接続される。
【００９１】
　トランジスタＱ１のコレクタには出力端子５１が接続され、検出電圧Ｖ１を出力するよ
うになされる。トランジスタＱ２のコレクタにも出力端子５２が接続され、検出電圧Ｖ２
を出力するようになされる。このように、駆動回路５を構成すると、状態“Ａ”、“Ｂ”
及び“Ｃ”、即ち、操作者の指３０ａのなぞり又は押し込みによる静電容量Ｃ２→Ｃ２’
によって変化する複数の検出電圧Ｖ１，Ｖ２を得ることができる。
【００９２】
　図９Ａ及びＢは、駆動回路５における“なぞり”及び“押し込み”時の動作例を示す回
路図である。
【００９３】
　図９Ａに示す駆動回路５によれば、操作者の指３０ａによる“なぞり”状態（Ｂ状態）
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のときは、抵抗調整膜２がＸ方向で定点Ｉp（ｘ＝Ｉ）で分圧（分割）される。その定点
Ｉpを基準した分割抵抗はＲ１、Ｒ２である。この定点Ｉpにおける抵抗分圧点には、図７
Ｂに示した操作者の指３０ａの等価回路Ｒ３＋Ｃ３に静電容量Ｃ２が直列に接続される。
これにより、駆動回路５は、操作者の指３０ａの“なぞり”状態による静電容量Ｃ２に基
づく検出電圧Ｖ１，Ｖ２を出力するようになる。
【００９４】
　また、その入力位置で、操作者はＳｉゴム膜４上を指３０ａで強く押し込む。このとき
、図９Ｂに示す駆動回路５によれば、操作者の指３０ａによる“押し込み”状態（Ｃ状態
）で、抵抗調整膜２がＸ方向で定点Ｉpで分圧されたままである。そして、この定点Ｉpに
おける抵抗分圧点には、図７Ｂに示した操作者の指３０ａの等価回路Ｒ３＋Ｃ３に静電容
量Ｃ２’が直列に接続される。これにより、駆動回路５は、操作者の指３０ａの”押し込
み”状態による静電容量Ｃ２’に基づく検出電圧Ｖ１’，Ｖ２’を出力するようになる。
図中、静電容量Ｃ２’は距離ｄ１によって容量が変化する可変コンデンサで示している。
検出電圧Ｖ１，Ｖ２と検出電圧Ｖ１’，Ｖ２’との関係は、例えば、Ｖ１’＞Ｖ１、Ｖ２
’＞Ｖ２である。
【００９５】
　図１０は、駆動回路５によるＸＹ位置情報の検出例を示す特性図である。図１０におい
て、縦軸は検出電圧ＶＸであり、駆動回路５から得られる検出電圧Ｖ１，Ｖ２である。横
軸は、入力位置であり、スライド範囲を示している。スライド範囲は、Ｘ＝０～Ｘ＝ＭＡ
Ｘである。図中、右肩上がりの一点鎖線は、非接触（Ａ）状態で入力位置をＸ＝０（左側
）からＸ＝ＭＡＸ（右側）に至る範囲を移動して検出した電圧である。右肩上がりの波線
は、同様にして、なぞり（Ｂ）状態で入力位置をＸ＝０からＸ＝ＭＡＸに至る範囲をスラ
イドして検出した電圧である。更に、右肩上がりの実線は、押し込み（Ｃ）状態で、入力
位置をＸ＝０からＸ＝ＭＡＸに至る範囲をスライドして検出した電圧である。
【００９６】
　反対に、左肩上がりの一点鎖線は、非接触（Ａ）状態で入力位置をＸ＝ＭＡＸ（右側）
からＸ＝０（左側）に至る範囲を移動して検出した電圧である。左肩上がりの波線は、同
様にして、なぞり（Ｂ）状態で入力位置をＸ＝ＭＡＸからＸ＝０に至る範囲をスライドし
て検出した電圧である。更に、左肩上がりの実線は、押し込み（Ｃ）状態で、入力位置を
Ｘ＝ＭＡＸ（左側）からＸ＝０（右側）に至る範囲をスライドして検出した電圧である。
なお、二点鎖線はＺ方向の定点Ｉpを示す線である。
【００９７】
　この例では、Ｚ方向の入力動作現象（なぞる及び押し込む）に関して、検出電圧Ｖ１（
又はＶ２）の絶対値を読み取るようになされる。ここで、検出電圧Ｖ１及びＶ２に関して
、定点Ｉpにおいて、指３０ａが入力面に近いが触れていないＡ状態（非接触状態）の検
出電圧をＶ１Ａ、Ｖ２Ａとし、指３０ａが入力面に軽く触れているＢ状態の検出電圧をＶ
１Ｂ、Ｖ２Ｂとし、指３０ａがＢ状態よりも強く押されているＣ状態の検出電圧をＶ１Ｃ
、Ｖ２Ｃとする。Ｃ状態では、ダイナミックにＳｉゴム膜４がへこむ状態である。
【００９８】
　このような定点Ｉpにおいて、上述の検出電圧Ｖ１Ａ，Ｖ２Ａ，Ｖ１Ｂ，Ｖ２Ｂ，Ｖ１
Ｃ，Ｖ２Ｃの間には、Ｖ１Ａ：Ｖ２Ａ＝Ｖ１Ｂ：Ｖ２Ｂ＝Ｖ１Ｃ：Ｖ２Ｃ、かつ、Ｖ１Ａ
＜Ｖ１Ｂ＜Ｖ１Ｃなる関係がある。即ち、任意の定点ＩpにおけるＸＹ位置情報（二次元
情報）は、Ｖ１Ｘ：Ｖ２Ｘ（Ｘ＝Ａ，Ｂ，Ｃ）により与えられる。
【００９９】
　図１１は、定点ＩpにおけるＺ方向の検出電圧Ｖ２Ｆの判別例を示す特性図である。
【０１００】
　この実施例では、Ｚ方向の押下入力について、なぞりや、押し込み等の入力を区別でき
るようにした。例えば、指３０ａでＳｉゴム膜４上を５０ｇｆと２５０ｇｆとで押下した
場合に、その相違を検出できるようになった。この例では、入力位置によって閾値を変化
させている。つまり、その都度、その入力位置に適した閾値を設定するようになされる。
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【０１０１】
　図１１において、縦軸は検出電圧ＶＸ＝Ｖ２であり、横軸は入力位置であり、左位置は
Ｘ＝０で右位置はＸ＝ＸＭＡＸである。従来方式では、状態Ａ～Ｃの現象が区分できなか
ったが、本発明方式では、その絶対値を判別できるようになったので、状態Ａ～Ｃの現象
を区分できるようになった。つまり、従来方式のように抵抗調整膜２の分圧を見ながらＸ
Ｙ位置情報を検出すると共に、本発明方式では、押下力２５０ｇｆや５０ｇｆ等の変化量
に対する検出電圧ＶＸの絶対値を検出するようにした。
【０１０２】
　この例で、状態Ｃをこれ以上、電圧検出情報が上昇しないＭＡＸの状態と定義する。例
えば、Ｓｉゴム膜４上を１０００ｇｆで押す場合に検出電圧Ｖ２＝ＭＡＸが検出される状
態とする。状態ＣでＳｉゴム膜４上を押下しながらＸ方向を一端から他端まで（Ｘ＝０～
ＭＡＸ）なぞったときに、駆動回路５から出力される検出電圧Ｖ２の値をＸ方向の分解能
数分だけ計測し、又は、それ以下の分解能刻みで検出電圧Ｖ２の値を計測する。これを関
数ｆ（ｘ）とする。
【０１０３】
　また、範囲０＜ａ＜１となる定数ａを関数ｆ（ｘ）に設定して、ｇ（ｘ）＝ａ・ｆ（ｘ
）なる関数を作成する。ｇ（ｘ）＝ａ・ｆ（ｘ）なる関数は、予め準備してＲＯＭ等に格
納するようになされる。この関数ｇ（ｘ）は、定点ＩpにおけるＺ方向の検出電圧Ｖ２を
判別する際に、閾値ｇ（Ｉp）を得るために設定される閾値関数となる。例えば、関数ｇ
（ｘ）は、力Ｆ対検出電圧Ｖ２特性が線形で、なおかつ、状態Ｃがｆ（ｘ）＝１０００ｇ
ｆのとき、定数ａを０．２５とした場合に２５０ｇｆとなる。
【０１０４】
　ここで、ある入力位置（定点Ｉp）で、ある力Ｆで入力面を押下した場合において、上
述の関数ｇ（ｘ）を使用して、その定点ＩpにおけるＺ方向の検出電圧Ｖ２Ｆを判別する
手順を示す。このときの検出電圧Ｖ２はＶ２＝Ｖ２Ｆとする。この場合、まず、制御系は
、駆動回路５から出力される検出電圧Ｖ２Ｆを読み込む。次に、制御系は、ＲＯＭに記述
された閾値関数ｇ（ｘ）を参照して、定点Ｉpにおける閾値ｇ（Ｉp）を読み出すようにな
される。
【０１０５】
　その後、定点Ｉpにおける検出電圧Ｖ２Ｆと閾値ｇ（Ｉp）とを比較する。Ｖ２Ｆ＞閾値
ｇ（Ｉp）の場合は、状態Ａ（押し込み）フラグを立てて上位の制御系に「押し込み」を
送信する。また、Ｖ２Ｆ＜閾値ｇ（Ｉp）の場合は、状態Ｂ（なぞり）フラグを立てて上
位の制御系に「なぞり」を送信する（三次元情報）。
【０１０６】
　表１には、Ｘ方向のスライド範囲（入力位置）Ｘ＝０～ｘ＝ＭＡＸに対する関数ｆ（ｘ
）と関数ｇ（ｘ）との関係例を示している。
【０１０７】
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【表１】

　表１によれば、入力位置Ｘ＝０で、関数ｆ（ｘ）と関数ｇ（ｘ）とは共に「０」である
。Ｘ＝１で、関数ｆ（ｘ）＝αのとき、関数ｇ（ｘ）はａαである。同様にして、Ｘ＝２
で、関数ｆ（ｘ）＝βのとき、関数ｇ（ｘ）はａβであり、Ｘ＝３で、関数ｆ（ｘ）＝γ
のとき、関数ｇ（ｘ）はａγである。
【０１０８】
　これにより、筐体２０の表示面操作領域Ｉで表示面タッチシート部分８０ｄで、Ｚ方向
の押下入力について、なぞりや、押し込み等の入力を区別できるようになる。また、図５
Ａに示した筐体２０の側面操作領域IIａ，IIｂ，IIｃで側面タッチシート部分８０ａ，８
０ｂ，８０ｃで、Ｚ方向の押下力によって押し込み入力を検出できるようになる。
【０１０９】
　このように、第１の実施例としての入力装置１００によれば、多面操作用の入力シート
８０が入力シート折曲げ構造を有しているので、表示面タッチシート部分８０ｄ又は側面
タッチシート部分８０ａ，８０ｂ，８０ｃの一部の位置に当該多面操作用の入力シート８
０のフレキシブル配線６０を集中させることができる。
【０１１０】
　これにより、表示面タッチシート部分８０ｄと側面タッチシート部分８０ａ，８０ｂ，
８０ｃの別個独立した位置からフレキシブル配線６０を引き出す場合に比べて、フレキシ
ブル配線６０やコネクタ等の取り付けスペースを低減できるので、入力装置１００の小型
化を図ることができる。しかも、入力装置１００の組立時、配線接続工程の簡略化を図る
ことができる。また、部品点数の削減化により入力装置１００のコストダウンが図れる。
【実施例２】
【０１１１】
　図１２は、第２の実施例としての入力装置１００における操作スイッチ４８の構成例を
示すブロック図である。
【０１１２】
　この実施例では、操作スイッチ４８を構成する、図５Ａに示した筐体２０の側面操作領
域IIａに位置する側面タッチシート部分８０ａで、Ｚ方向の押下力によってオン・オフを
検出し、かつ、オン検出時にＬＥＤを点灯するようになされる。
【０１１３】
　図１２に示す操作スイッチ４８は、側面タッチシート部分８０ａの操作軸方向に、スイ
ッチオン又はオフ確認用の発光ダイオード（ＬＥＤ）５７を備えている。側面タッチシー
ト部分８０ａは、図１に示したフレキシブル配線６０に相当する、図６に示した引き出し
線Ｌｘ１，Ｌｘ２，Ｌｙ１，Ｌｙ２によって駆動回路５に接続される。駆動回路５にはＣ
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ＰＵ（中央演算装置）３２が接続される。駆動回路５は、側面タッチシート部分８０ａで
、Ｚ方向の押下力によってオン・オフが検出されると、ＣＰＵ３２に検出電圧Ｖ１，Ｖ２
を出力するようになされる。ＣＰＵ３２にはＬＥＤドライバ５６が接続され、ＬＥＤドラ
イバ５６には、ＬＥＤ５７が接続される。
【０１１４】
　図１３は、操作スイッチ４８の押下時の動作例を示すブロック図である。図１３に示す
ＣＰＵ３２では、操作スイッチ４８が押下されると、例えば、図示しないＲＯＭに予め格
納された基準電圧を参照し、駆動回路５から出力される検出電圧Ｖ１，Ｖ２と、操作スイ
ッチ４８毎に対応させた基準電圧とを比較して、現在、操作された判別対象の操作スイッ
チ４８がオンされたことを認識する。
【０１１５】
　ＣＰＵ３２は、この認識後、判別対象の操作スイッチ４８下に配置されたＬＥＤ５７を
点灯すべく、ＬＥＤ制御信号Ｓｄを出力する。ＣＰＵ３２には、ＬＥＤドライバ５６が接
続され、ＬＥＤ制御信号Ｓｄに基づいてハイレベル（「Ｈ」レベル）のＬＥＤ点灯電圧Ｖ
ＬをＬＥＤ５７に供給するようになされる。ＬＥＤ５７は、ＬＥＤ点灯電圧ＶＬに基づい
て点灯する。これにより、ＣＰＵ３２は、操作スイッチ４８のＺ方向の押下力によってオ
ン・オフを検出し、かつ、当該操作スイッチ４８下のＬＥＤ５７を点灯することができる
。
【０１１６】
　この場合、ＬＥＤ５７から出射された光が操作者の指３０ａで隠れないように、予め側
面操作領域（光透過部分）IIａを指接触面積よりも広く確保できるように設計しておくと
よい。このようにすると、操作者の指３０ａの回りからＬＥＤ光がこぼれ出る神秘的な演
出を得ることができる。
【０１１７】
　このように、第２の実施例としての入力装置１００によれば、従来方式のように側面タ
ッチスイッチと別個独立した位置に発光ダイオードを備える場合に比べて、ＬＥＤ５７の
取り付けスペースを低減できるので、入力装置１００の小型化を図ることができる。もち
ろん、静電容量方式のタッチパネルを利用することによって、抵抗膜式タッチパネルとメ
カニカルスイッチの２つを１つで代用し、フレキシブル配線６０及びコネクタ等の部品点
数を削減できるようになる。
【実施例３】
【０１１８】
　図１４は、第３の実施例としての三次元入力機能付きのデジタルカメラ２００の構成例
を示す断面図である。図１５は、その４面操作用の入力シート８０’の展開例を示す上面
図である。　
　第３の実施例では、第１及び第２の実施例で説明した入力装置１００をデジタルカメラ
に実装して三次元入力機能付きのデジタルカメラ２００の構成し、その入力操作面におい
て、操作者の指３０ａ等のなぞり又は押し込みを検出して情報を入力できるようにすると
共に、表示手段２９に表示されたボタンアイコン等の入力を確定できるようになされる。
更に、筐体側面や筐体上面等に操作スイッチ４８ａ，４８ｂ等を備え、そのＺ方向の押下
力によってオン・オフを検出し、かつ、オン検出時にＬＥＤ５７ａ，５７ｂ等を点灯する
ようになされる。
【０１１９】
　図１４に示すデジタルカメラ２００は電子機器の一例であり、被写体を撮像して映像情
報を記録するようになされる。デジタルカメラ２００はカメラ本体部２０１を備えている
。カメラ本体部２０１は、筐体２０と前面パネル２１から構成される。デジタルカメラ２
００は、表示画面上の入力操作面を摺動接触操作及び押下操作される入力装置１００を有
している。
【０１２０】
　この入力装置１００には、第１及び第２の実施例で説明した三次元入力機能付きの入力
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装置が応用される。入力装置１００は、筐体２０及び４面操作用の入力シート８０’を有
しており、表示手段２９と組み合わせて使用される。入力シート８０’は、デジタルカメ
ラ２００の背面側を上部に向けたとき、表示手段２９の上部に配置される。入力装置１０
０は、操作者の指３０ａの入力位置を検出して位置検出信号を出力する機能及び操作者の
指３０ａの押圧力を検出して力検出信号を出力する機能を有している。
【０１２１】
　この例で、入力装置１００は、接着シート５０を介して筐体２０に貼付された入力シー
ト８０’を有している。入力シート８０’は、図６に示したように、Ｘ方向及びＹ方向を
規定した入力操作領域で操作者の指３０ａの入力位置を検出する抵抗調整膜２と、この抵
抗調整膜２上の全面に設けられて光を透過するＩＴＯ膜３と、このＩＴＯ膜３上の全面に
設けられて光を透過すると共に、入力操作領域に対する鉛直方向をＺ方向としたとき、操
作者の指３０ａの押下力に対応してＺ方向の厚みが変化するＳｉゴム膜４とを有する。
【０１２２】
　また、筐体内部には、入力装置１００の他にカメラ基板４１が実装されている。カメラ
基板４１の一方の側には、制御用ＩＣ１５’、レンズ２６、バッテリー３３’、メモリ３
５’、ＬＥＤ５７ａ，５７ｂが実装され、その反対側には、圧電アクチュエータ２５ａ，
２５ｂ及び表示手段２９が実装されている。
【０１２３】
　制御用ＩＣ１５’は、入力装置１００から得られる入力情報に基づいて画像処理やメモ
リ制御等を実行するものである。制御用ＩＣ１５’にはＣＰＵ（中央処理装置）、ＲＯＭ
、アクチュエータ駆動回路、Ａ／Ｄドライバ等が含まれる。レンズ２６は、図示しないＣ
ＣＤ撮像装置上で被写体を結像するように使用される。バッテリー３３’は、制御用ＩＣ
１５’や図示しないレンズ駆動装置等に電源を供給するようになされる。メモリ３５’は
、撮像された映像情報を記録するようになされる。
【０１２４】
　ＬＥＤ５７ａは、操作スイッチ４８ａの操作軸方向に配置され、その側面操作領域が押
圧（押下）され、そのオン動作が検出されたときに点灯するように制御される。ＬＥＤ５
７ｂは操作スイッチ４８ｂの操作軸方向に配置され、その側面操作領域が押圧（押下）さ
れ、そのオン動作が検出されたときに点灯するように制御される。
【０１２５】
　操作スイッチ４８ａ及び４８ｂは、図１２及び図１３で説明したように、入力装置１０
０の側面タッチシート部分から構成され、スイッチオン又はオフを確認するようになされ
る。このように操作スイッチ４８ａ，４８ｂを構成すると、側面タッチシート部分と、別
個独立した位置に発光ダイオードを備える場合に比べて、ＬＥＤ５７ａ，５７ｂの取り付
けスペースを低減できるので、デジタルカメラ２００の小型化を図ることができる。
【０１２６】
　圧電アクチュエータ２５ａ，２５ｂは、操作スイッチ４８ａや４８ｂ等が押圧され、そ
のオン動作が検出されたときに筐体２０を振動し、操作者の指等に、スイッチが押下され
たことを触覚以て提示するようになされる。表示手段２９は、筐体２０の表示面操作領域
Ｉに面して配置され、被写体の撮影映像を表示すると共に、ボタンアイコン等の映像を表
示するようになされる。
【０１２７】
　上述の入力シート８０’には、第１の実施例で説明した入力シート８０に対して左右方
向に側面タッチシート部分を延在したものが使用される。図１５は、入力シート８０’の
展開例を示す上面図である。
【０１２８】
　図１５に示す入力シート８０’は、Ｘ軸及びＹ軸が共に等分目盛で示されるＸＹ座標軸
上に展開した例である。ここで、筐体２０の背面を表示面操作領域Ｉとし、その天板面が
側面操作領域IIａ，IIｂ，IIｃに相当する場合であって、この例では、デジタルカメラ２
００を前面方向から見たとき、新たに、その右側面に側面操作領域IIｄ，IIｅ，IIｆが設
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けられ、更に、その左側面に側面操作領域IIｇ，IIｈ，IIｉが設けられる。なお、側面操
作領域IIｄ，IIｅ，IIｆは、図１４に示した操作スイッチ４８ａが設けられる側であり、
側面操作領域IIｇ，IIｈ，IIｉは、同様にして、操作スイッチ４８ｂが設けられる側であ
る。
【０１２９】
　図１５において、入力シート８０’のＡ領域の表示面タッチシート部分８０ｄは、筐体
２０の背面の表示面操作領域Ｉに対応する。便宜上、Ａ領域が４つの表示面タッチシート
部分に区分され、これを領域Ａ１～Ａ４とする。Ａ領域は、ＸＹ座標系で５０≦Ｘ≦１２
０及び、１０≦Ｙ≦６０の範囲に存在する。このＡ領域内を検索すると、領域Ａ１～Ａ４
を判別できるようになる。領域Ａ１～Ａ４には、表示手段２９からのボタンアイコン等の
映像が重ね合わされる。
【０１３０】
　入力シート８０’のＢ領域の側面タッチシート部分は、筐体２０の天板面の側面操作領
域IIａ，IIｂ，IIｃに対応する。同様にして、Ｂ領域が３つの側面タッチシート部分８０
ａ～８０ｃに区分され、これを領域Ｂ１～Ｂ３とする。Ｂ領域は、ＸＹ座標系で３０≦Ｘ
≦１４０及び、７０≦Ｙ≦１００の範囲に存在する。このＢ領域内を検索すると、領域Ｂ
１～Ｂ３を判別できるようになる。領域Ｂ１～Ｂ３には、図１２に示した操作スイッチ４
８のオン時に、ＬＥＤ５７からのＬＥＤ光が透過するように使用される。
【０１３１】
　入力シート８０’のＣ領域の側面タッチシート部分は、筐体２０の右側面に側面操作領
域IIｄ，IIｅ，IIｆに対応する。同様にして、Ｃ領域が３つの側面タッチシート部分に区
分され、これを領域Ｃ１～Ｃ３とする。Ｃ領域は、ＸＹ座標系で０≦Ｘ≦３０及び、０≦
Ｙ≦７０の範囲に存在する。このＣ領域内を検索すると、領域Ｃ１～Ｃ３を判別できるよ
うになる。領域Ｃ１～Ｃ３には、図１４に示した操作スイッチ４８ａのオン時に、ＬＥＤ
５７ａからのＬＥＤ光が透過するように使用される。
【０１３２】
　入力シート８０’のＤ領域の側面タッチシート部分は、筐体２０の左側面に側面操作領
域IIｇ、IIｈ、IIｉに対応する。同様して、Ｄ領域が３つの側面タッチシート部分に区分
され、これを領域Ｄ１～Ｄ３とする。Ｄ領域は、ＸＹ座標系で１４０≦Ｘ≦１７０及び、
０≦Ｙ≦７０の範囲に存在する。このＤ領域内を検索すると、領域Ｄ１～Ｄ３を判別でき
るようになる。領域Ｄ１～Ｄ３には、図１４に示した操作スイッチ４８ｂのオン時に、Ｌ
ＥＤ５７ｂからのＬＥＤ光が透過するように使用される。
【０１３３】
　なお、図中、三角印IIIは折曲げ部分である。Ａ領域、Ｂ領域及びＣ領域の角部（隅部
）及び、Ａ領域、Ｂ領域及びＤ領域の角部（隅部）は、折曲げ易くするために、切り欠け
状に加工されている。Ａ領域及びＢ領域、Ａ領域及びＣ領域、Ａ領域及びＤ領域とは、折
曲げ部分で各々山折りされて、筐体２０に接着シート５０を介して貼付される。
【０１３４】
　この例で、４面操作用の入力シート８０’は、光透過性の樹脂シートに、Ａ領域を成す
表示面タッチシート部分と、Ｂ～Ｄ領域を成す側面タッチシート部分とを形成した展開入
力シートが選択的に折曲げられ、筐体２０の表示面操作領域ＩにＡ領域を含む表示面タッ
チシート部分が貼付され、その側面操作領域IIａ，IIｂ，IIｃにＢ領域を含む側面タッチ
シート部分が貼付され、その側面操作領域IIｄ，IIｅ，IIｆにＣ領域を含む側面タッチシ
ート部分が貼付され、その側面操作領域IIｇ，IIｈ，IIｉにＤ領域を含む側面タッチシー
ト部分が貼付された入力シート折曲げ構造を有する。なお、入力シート８０’のフレキシ
ブル配線６０は、Ｃ領域の側面タッチシート部分から引出される。入力手段４５には、フ
レキシブル配線６０の他に図示しない格子電極配線等の固形配線パターン（基板）が設け
られている。
【０１３５】
　次に、デジタルカメラ２００の内部構成例について説明をする。図１６は、三次元入力
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機能付きデジタルカメラ２００の内部構成例を示すブロック図である。　
　図１６に示すデジタルカメラ２００は、筐体内部のカメラ基板４１に各機能のブロック
を実装して構成される。なお、図１４に示した各部及び手段と対応する部分は、同一符号
で示している。デジタルカメラ２００は、制御手段１５、表示手段２９、電源ユニット３
３、カメラ３４、記憶手段３５及び入力手段４５を有している。
【０１３６】
　４面操作用の入力手段４５は操作者３０の指３０ａを介して少なくとも位置検出信号Ｓ
１（検出電圧Ｖ１）及び入力量（押圧力Ｆ）となる押下力検出信号Ｓ２（検出電圧Ｖ２）
を制御手段１５に出力するようになされる。制御手段１５は制御系を構成し、Ａ／Ｄドラ
イバ３１、ＣＰＵ３２、ＲＯＭ３７、アクチュエータ駆動回路３８及び映像＆音声処理部
４４を有している。
【０１３７】
　Ａ／Ｄドライバ３１には、入力手段４５からの位置検出信号Ｓ１及び押下力検出信号Ｓ
２が供給される。Ａ／Ｄドライバ３１ではカーソリングとアイコン選択の機能を区別する
ために位置検出信号Ｓ１及び押下力検出信号Ｓ２よりなるアナログ信号をデジタルデータ
に変換する。この他にＡ／Ｄドライバ３１は、このデジタルデータを演算処理して、カー
ソリング入力かアイコン選択情報かを検出し、カーソリング入力かアイコン選択かを区別
するフラグデータＤ１３あるいは位置検出情報（電圧検出データ）Ｄ１１又は押下力検出
情報（電圧検出データ）Ｄ１２をＣＰＵ３２に供給するようになされる。これらの演算は
ＣＰＵ３２内で実行してもよい。
【０１３８】
　Ａ／Ｄドライバ３１にはＣＰＵ３２が接続される。ＣＰＵ３２はシステムプログラムに
基づいて当該カメラ全体を制御するようになされる。ＣＰＵ３２には記憶手段３５が接続
され、当該カメラ全体を制御するためのシステムプログラムデータが格納される。図示し
ないＲＡＭはワークメモリとして使用される。ＣＰＵ３２は電源オンと共に、記憶手段３
５からシステムプログラムデータを読み出してＲＡＭに展開し、当該システムを立ち上げ
てデジタルカメラ全体を制御するようになされる。
【０１３９】
　ＣＰＵ３２にはＲＯＭ３７が接続され、当該ＣＰＵ３２に設定するための閾値関数が記
憶されている。閾値関数は、入力手段４５の入力操作領域の一端から他端に至る入力位置
に関して許容最大力で連続又は所定のステップで押下した際に検出される最大検出電圧Ｖ
２＝ＭＡＸを取得し、ここに取得された入力操作領域の一端から他端に至る入力位置に対
応する最大検出電圧Ｖ２＝ＭＡＸに定数ａ［０＜ａ＜１］を演算して作成されたものであ
る。
【０１４０】
　ＣＰＵ３２は、三次元入力機能付きの入力手段４５から得られる位置検出情報Ｄ１１及
び押下力検出情報Ｄ１２を入力して操作者の指３０ａの入力位置及び押下力を判別する。
ＣＰＵ３２は、操作者の指３０ａの入力位置を検出した際に得られる押下力検出情報Ｄ１
２と、ＲＯＭ３７から読み出した当該入力位置の閾値関数とを比較し、比較結果に基づい
て、操作者の指３０ａの「なぞり」又は「押下」を判別する。
【０１４１】
　例えば、ＣＰＵ３２は、押下力検出情報Ｄ１２に対して一つ以上の閾値データＤthを設
定し、押下力検出情報Ｄ１２と閾値データＤthとを比較し、押下力検出情報Ｄ１２が閾値
データＤthを越える場合は、操作者の指３０ａのＺ方向への「押下」を判別し、押下力検
出情報Ｄ１２が閾値データＤth以下である場合は、操作者の指３０ａのＸ方向又はＹ方向
への「なぞり」を判別する。このようにすると、単一のアルゴリズムを追加するのみによ
り、現在の入力位置における操作者の指３０ａの押下力に対するＺ方向への「押下」又は
Ｘ方向又はＹ方向への「なぞり」を判別できるようになる。
【０１４２】
　上述したＲＯＭ３７に記憶する閾値関数は、入力手段４５の入力操作領域の一端から他
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端に至る入力位置に関して許容最大力で連続又は所定のステップで押下した際に検出され
る最大検出電圧Ｖ２＝ＭＡＸを取得し、ここに取得された入力操作領域の一端から他端に
至る入力位置に対応する最大検出電圧Ｖ２＝ＭＡＸに各々が異なった定数ａ，ｂ，ｃ［０
＜ｃ＜ｂ＜ａ＜１］を演算して作成されたものであってもよい。
【０１４３】
　この例でＲＯＭ３７には、入力位置に対応する上限閾値関数（以下単に関数ｇ（ｘ）と
いう）及び下限閾値関数（以下単に関数ｈ（ｘ）という）に係る閾値データＤthが記憶さ
れ、ＣＰＵ３２は、押下力検出情報Ｄ１２に対して閾値データＤth＝関数ｇ（ｘ）及び関
数ｈ（ｘ）を設定し、押下力検出情報Ｄ１２が閾値データＤth関数ｇ（ｘ）を越える場合
は、操作者の指３０ａのＺ方向への「押下」を判別し、押下力検出情報Ｄ１２が閾値デー
タＤth＝関数ｈ（ｘ）を越え、かつ、関数ｇ（ｘ）以下である場合は、操作者の指３０ａ
のＸ方向又はＹ方向への「なぞり」を判別する。このようにすると、単一のアルゴリズム
を追加するのみにより、現在の入力位置における操作者の指３０ａの押下力に対するＺ方
向への「押下」又はＸ方向又はＹ方向への「なぞり」を判別できるようになる。
【０１４４】
　このように、ＣＰＵ３２では、許容最大力で押下された際の押下力検出情報（検出電圧
値）Ｄ１２に関する閾値データ（被比較情報）Ｄthを記憶手段３５に有し、入力がなされ
た際に、操作者の指３０ａの入力位置及び、押下力検出情報Ｄ１２から、閾値データＤth
との比較によって、現在の入力において、押下方向（Ｚ方向）に対するレベルを検出する
ようになされる。もちろん、これに限られることはなく、図１９に示すような単一のアル
ゴリズムの追加によって、現在の入力において、押下方向に対するレベルを検出するよう
にしてもよい。
【０１４５】
　なお、ＣＰＵ３２は、Ａ／Ｄドライバ３１からの位置検出情報Ｄ１１、押下力検出情報
Ｄ１２及びフラグデータＤ１３（以下単に入力データともいう）を受けて所定の指令デー
タ［Ｄ］を電源ユニット３３や、カメラ３４、記憶手段３５、映像＆音声処理部４４等の
デバイスに供給するように制御する。
【０１４６】
　上述のＣＰＵ３２にはカメラ３４が接続され、被写体を撮影して、例えば、静止画情報
や動作情報等を取得するようになされる。カメラ３４は図示しないＣＣＤ撮像装置や、図
１４に示したレンズ２６を有して構成される。上述のＣＰＵ３２には記憶手段３５が接続
され、カメラ３４によって取得された静止画情報や動作情報等を記録するようになされる
。記憶手段３５には、入力項目選択用の表示画面を、例えば、表示手段２９で三次元的に
表示するための表示情報Ｄ１４が記憶される。記憶手段３５には、ＥＥＰＲＯＭや、ＲＯ
Ｍ、ＲＡＭ、メモリスティック、ハードディスク等が使用される。図１４に示したメモリ
３５’もその一つである。
【０１４７】
　表示手段２９は、ユーザに入力操作を促すボタンやアイコンなどの画像情報を表示する
。画像情報はＣＰＵ３２から供給される指令［Ｄ］に基づいて表示される。表示手段２９
には液晶表示装置（ＬＣＤ）や平面表示素子が使用される。表示手段２９からの映像は、
入力装置１００を通して見るようになる。
【０１４８】
　ＣＰＵ３２には、映像＆音声処理部４４が接続され、ボタンアイコンを三次元的に表示
するための表示情報Ｄ１４を画像処理して、デジタルの表示情報Ｄ１４をアナログの表示
信号Ｓｖに変換する。表示信号Ｓｖは、表示手段２９に供給するようになされる。この例
で、ＣＰＵ３２は、表示画面中のボタンアイコンを奥行方向に遠近感を有して三次元的に
表示するように表示手段２９を表示制御する。
【０１４９】
　映像＆音声処理部４４は、デジタルの映像データをデジタル／アナログ変換して映像信
号Ｓｖを出力する他に、デジタルの音声データをデジタル／アナログ変換して音声信号Ｓ
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outを出力する。映像＆音声処理部４４にはスピーカー３６が接続される。スピーカー３
６は、例えば、デジタルカメラ２００の使用方法等の案内を拡声するようになされる。
【０１５０】
　ＣＰＵ３２には、アクチュエータ駆動回路３８が接続され、ＣＰＵ３２からの指令Ｄに
従って、振動制御信号Ｓａ、Ｓｂを発生する。振動制御信号Ｓａ，Ｓｂは、例えば、正弦
波形からなる出力波形を有している。アクチュエータ駆動回路３８には、例えば、２個の
アクチュエータ２５ａ，２５ｂが接続され、アクチュエータ駆動回路３８から振動制御信
号Ｓａ，Ｓｂが供給される。アクチュエータ２５ａ，２５ｂは、振動制御信号Ｓａ，Ｓｂ
を入力し、ＣＰＵ３２によって演算された振動パターンに基づいて操作方向に振動が移動
するように入力検出面を振動する。この振動は、操作者の指等に、スイッチが押下された
ことを触覚以て提示するためである。
【０１５１】
　このように構成された入力装置１００を内蔵したデジタルカメラ２００は、例えば、入
力項目選択用の表示画面に表示された複数のボタンアイコンの１つを押下（接触）して当
該表示画面上で三次元入力機能付きの４面操作用の入力手段４５をＺ方向に押下するよう
になされる。表示手段２９の表示内容は操作者の目による視覚により、スピーカー３６ａ
，３６ｂ等からの放音は、操作者の耳による聴覚により各機能を判断するようになされる
。電源ユニット３３は、図１４に示したバッテリー３３’を有しており、表示手段２９、
ＣＰＵ３２、カメラ３４、記憶手段３５及び入力手段４５にＤＣ電源を供給するようにな
される。
【０１５２】
　図１７は、４面操作用の入力手段４５における複数の閾値関数の設定例を示す特性図で
ある。
【０１５３】
　この実施例では、ＣＰＵ３２に設定するための複数の閾値関数を記憶したＲＯＭ３７を
備え、各々閾値関数は、入力手段４５の入力操作領域の一端から他端に至る入力位置に関
して許容最大力で連続又は所定のステップで押下した際に検出される最大検出電圧値を取
得し、ここに取得された入力操作領域の一端から他端に至る入力位置に対応する最大検出
電圧値に各々が異なった定数ａ，ｂ，ｃ［０＜ｃ＜ｂ＜ａ＜１］を演算して作成されたも
のである。
【０１５４】
　図１７において、縦軸は検出電圧ＶＸ＝Ｖ２であり、横軸は入力位置であり、左位置は
Ｘ＝０で右位置はＸ＝ＸＭＡＸである。
【０１５５】
　この例でも、状態Ｃをこれ以上、電圧検出情報Ｖ２が上昇しないＭＡＸの状態と定義す
る。例えば、Ｓｉゴム膜４上を１０００ｇｆで押す場合に検出電圧Ｖ２＝ＭＡＸが検出さ
れる状態とする。状態ＣでＳｉゴム膜４上を押下しながらＸ方向を一端から他端まで（Ｘ
＝０～ＭＡＸ）なぞったときに、駆動回路５から出力される検出電圧Ｖ２の値をＸ方向の
分解能数分だけ計測し、又は、それ以下の分解能刻みで検出電圧Ｖ２の値を計測する。こ
れを関数ｆ（ｘ）とする。
【０１５６】
　この例では、定数ａ，ｂ，ｃ［０＜ｃ＜ｂ＜ａ＜１］を関数ｆ（ｘ）に設定して、ｇ（
ｘ）＝ａ・ｆ（ｘ）、ｈ（ｘ）＝ｂ・ｆ（ｘ）及びｉ（ｘ）＝ｃ・ｆ（ｘ）なる３つの関
数を作成する。ｇ（ｘ）＝ａ・ｆ（ｘ）、ｈ（ｘ）＝ｂ・ｆ（ｘ）及びｉ（ｘ）＝ｃ・ｆ
（ｘ）なる関数は、予め準備してＲＯＭ３７等に格納するようになされる。
【０１５７】
　この関数ｇ（ｘ）、ｈ（ｘ）及びｉ（ｘ）は、閾値データＤthによって設定される。関
数ｇ（ｘ）は、定点ＩpにおけるＺ方向の検出電圧Ｖ２を判別する際に、閾値ｇ（Ｉp）を
得るために設定される閾値関数となる。例えば、関数ｇ（ｘ）は、力Ｆ対検出電圧Ｖ２特
性が線形で、なおかつ、状態Ｃがｆ（ｘ）＝１０００ｇｆのとき、定数ａを０．８とした
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場合に８００ｇｆとなる。
【０１５８】
　関数ｈ（ｘ）は、定点ＩpにおけるＺ方向の検出電圧Ｖ２を判別する際に、閾値ｈ（Ｉp
）を得るために設定される閾値関数となる。例えば、関数ｈ（ｘ）は、上述と同様にして
、ｆ（ｘ）＝１０００ｇｆのとき、定数ｂを０．５５とした場合に５５０ｇｆとなる。関
数ｉ（ｘ）は、定点ＩpにおけるＺ方向の検出電圧Ｖ２を判別する際に、閾値ｉ（Ｉp）を
得るために設定される閾値関数となる。例えば、関数ｉ（ｘ）は、上述と同様にして、ｆ
（ｘ）＝１０００ｇｆのとき、定数ｃを０．３とした場合に３００ｇｆとなる。
【０１５９】
　表２には、Ｘ方向のスライド範囲（入力位置）Ｘ＝０～ｘ＝ＭＡＸに対する関数ｆ（ｘ
）と、関数ｇ（ｘ）、ｈ（ｘ）及びｉ（ｘ）との関係例を示している。
【０１６０】
【表２】

　表２によれば、入力位置Ｘ＝０で、関数ｆ（ｘ）、関数ｇ（ｘ）、関数ｈ（ｘ）及び関
数ｉ（ｘ）は共に「０」である。Ｘ＝１で、関数ｆ（ｘ）＝αのとき、関数ｇ（ｘ）はａ
αであり、関数ｈ（ｘ）はｂαであり、関数ｉ（ｘ）はｃαである。同様にして、Ｘ＝２
で、関数ｆ（ｘ）＝βのとき、関数ｇ（ｘ）はａβであり、関数ｈ（ｘ）はｂβであり、
関数ｉ（ｘ）はｃβである。Ｘ＝３で、関数ｆ（ｘ）＝γのとき、関数ｇ（ｘ）はａγで
あり、関数ｈ（ｘ）はｂγであり、関数ｉ（ｘ）はγβである。
【０１６１】
　これにより、筐体２０の表示面操作領域Ｉで表示面タッチシート部分８０ｄで、Ｚ方向
の押下入力について、なぞりや、押し込み等の入力を区別できるようになる。また、図５
Ａに示した筐体２０の側面操作領域IIａ，IIｂ，IIｃで側面タッチシート部分８０ａ，８
０ｂ，８０ｃで、Ｚ方向の押下力によって押し込み入力を検出できるようになる。
【０１６２】
　筐体２０の表示面操作領域ＩにＡ領域を含む表示面タッチシート部分で、Ｚ方向の押下
入力について、なぞりや、押し込み等の入力を区別できるようになる。また、筐体２０の
側面操作領域IIａ，IIｂ，IIｃのＢ領域を含む側面タッチシート部分で押し込み入力を検
出することができ、同様にして、その側面操作領域IIｄ，IIｅ，IIｆのＣ領域を含む側面
タッチシート部分で押し込み入力を検出することができ、更に、その側面操作領域IIｇ，
IIｈ，IIｉのＤ領域を含む側面タッチシート部分で押し込み入力を検出することができる
。
【０１６３】
　続いて、デジタルカメラ２００の情報処理例について説明をする。図１８は、デジタル
カメラ２００における情報処理例を示すフローチャート（メインルーチン）である。図１
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９は、そのアプリケーションの選択例及び、図２０及び図２１は、そのＣＰＵ３２におけ
る領域判別例（その１、２）を各々示すフローチャート（サブルーチン）である。図２２
は、定点Ｉpにおける押下状態“イ”，“ロ”，“ハ”，“ニ”の判別例を示すフローチ
ャート（サブルーチン）である。
【０１６４】
　この実施例では、三次元入力機能付きのデジタルカメラ２００の入力操作面において、
操作者の指３０ａ等のなぞり又は押し込みを判別して情報を入力できるようにすると共に
、表示手段２９に表示されたボタンアイコン等の入力を確定する場合を前提とする。更に
、筐体側面や筐体上面等に操作スイッチ４８ａ，４８ｂ等を備え、そのＺ方向の押下力に
よってオン・オフを検出し、かつ、オン検出時にＬＥＤ５７ａ，５７ｂ等を点灯するよう
になされる。この例で、ボタンアイコン又は操作スイッチ４８，４８ａ又は４８ｂ等の入
力操作に関して、例えば、４個のアプリケーションＡＰ１～ＡＰ４が準備されている。
【０１６５】
　これらを情報処理条件にして、ＣＰＵ３２は、図１８に示すフローチャートのステップ
Ｇ１で電源オンを待機する。例えば、ＣＰＵ３２は電源オン情報を検出してシステムを起
動する。電源オン情報は通常、時計機能等が稼働し、スリーピング状態にあるデジタルカ
メラ等の電源スイッチをオンされたときに発生する。
【０１６６】
　そして、ステップＧ２に移行してＣＰＵ３２は、アイコン画面を表示するように表示手
段２９を制御する。例えば、ＣＰＵ３２は、表示手段２９に表示データＤ１４を供給して
表示画面に入力情報を表示する。表示画面に表示された入力情報は、入力操作面を有した
入力手段４５を通じて目視可能になされる。そして、ステップＧ３に移行してＣＰＵ３２
は、ボタンアイコン入力モード又はその他の処理モードに基づいて制御を分岐する。ボタ
ンアイコン入力モードとは、ボタンアイコン選択時に入力操作面上のアイコンボタンや、
筐体側面の操作スイッチ４８，４８ａ，４８ｂ等を押下する入力操作をいう。
【０１６７】
　ボタンアイコン入力モードが設定された場合、ステップＧ４に移行してＣＰＵ３２は、
入力（Ｘ，Ｙ）を待機する。ボタンアイコン入力モードが設定されると、アイコン、操作
スイッチ４８，４８ａ又は４８ｂ等が押し込まれるので、何らかの入力（Ｘ，Ｙ）が図１
に示した駆動回路５で検出される。そして、ステップＧ５に移行して、４個のアプリケー
ションＡＰ１～ＡＰ４のいずれかを選択し、そのアプリケーションを実行する。
【０１６８】
　例えば、図１９に示すサブルーチンをコールして、そのステップＨ１でアプリケーショ
ンＡＰ１が選択されているかを検出する。アプリケーションＡＰ１が選択されている場合
は、ステップＨ２に移行してアプリケーションＡＰ１を実行する。その後、ステップＧ５
にリターンする。
【０１６９】
　ステップＨ１でアプリケーションＡＰ１以外が選択されている場合は、ステップＨ３に
移行してアプリケーションＡＰ２が選択されているかを検出する。アプリケーションＡＰ
２が選択されている場合は、ステップＨ４に移行してアプリケーションＡＰ２を実行する
。その後、ステップＧ５にリターンする。
【０１７０】
　ステップＨ３でアプリケーションＡＰ１及びＡＰ２以外が選択されている場合は、ステ
ップＨ５に移行してアプリケーションＡＰ３が選択されているかを検出する。アプリケー
ションＡＰ３が選択されている場合は、ステップＨ６に移行してアプリケーションＡＰ３
を実行する。
【０１７１】
　ステップＨ５でアプリケーションＡＰ１，ＡＰ２及びＡＰ３以外のアプリケーションＡ
Ｐ４が選択されている場合は、ステップＨ７に移行してアプリケーションＡＰ４を実行す
る。その後、ステップＧ５にリターンし、その後、ステップＧ６に移行する。ステップＧ
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６でＣＰＵ３２は、アイコン、操作スイッチ４８，４８ａ又は４８ｂ等が押し込まれた領
域の検出処理を実行する。
【０１７２】
　例えば、図２０に示すサブルーチンをコールして、そのステップＫ１で、まず、ＣＰＵ
３２は、アイコン、操作スイッチ４８，４８ａ又は４８ｂ等が押し込まれた領域がＡ領域
かを検出する。図１５に示した例によれば、Ａ領域は、ＸＹ座標系で５０≦Ｘ≦１２０及
び、１０≦Ｙ≦６０の範囲に存在する。このＡ領域内を検索する。Ａ領域が押し込まれた
場合は、更に、ステップＫ２に移行してＡ１領域が押し込まれたかを検出する。Ａ１領域
が押し込まれた場合は、メインルーチンのステップＧ６にリターンする。Ａ１領域が押し
込まれていない場合は、ステップＫ３に移行して、Ａ２領域が押し込まれたかを検出する
。Ａ２領域が押し込まれた場合は、メインルーチンのステップＧ６にリターンする。
【０１７３】
　Ａ２領域が押し込まれていない場合は、ステップＫ４に移行して、Ａ３領域が押し込ま
れたかを検出する。Ａ３領域が押し込まれた場合は、メインルーチンのステップＧ６にリ
ターンする。Ａ３領域が押し込まれていない場合は、ステップＫ５に移行してＡ４領域が
押し込まれたかを検出する。Ａ４領域が押し込まれた場合は、メインルーチンのステップ
Ｇ６にリターンする。これにより、領域Ａ１～Ａ４を判別できるようになる。なお、領域
Ａ１～Ａ４には、表示手段２９からのボタンアイコン等の映像が重ね合わされる。Ａ１～
Ａ４領域のいずれも押し込まれていない場合は、メインルーチンのステップＧ４にリター
ンし入力（Ｘ，Ｙ）を待機する。
【０１７４】
　ステップＫ１でＡ領域が押し込まれていない場合は、ステップＫ６に移行してＢ領域が
押し込まれたかを検出する。Ｂ領域は、ＸＹ座標系で３０≦Ｘ≦１４０及び、７０≦Ｙ≦
１００の範囲に存在する。このＢ領域内を検索する（図１５参照）。Ｂ領域が押し込まれ
た場合は、更に、ステップＫ７に移行してＢ１領域が押し込まれたかを検出する。Ｂ１領
域が押し込まれた場合は、メインルーチンのステップＧ６にリターンする。Ｂ１領域が押
し込まれていない場合は、ステップＫ８に移行して、Ｂ２領域が押し込まれたかを検出す
る。Ｂ２領域が押し込まれた場合は、メインルーチンのステップＧ６にリターンする。
【０１７５】
　Ｂ２領域が押し込まれていない場合は、ステップＫ９に移行して、Ｂ３領域が押し込ま
れたかを検出する。Ｂ３領域が押し込まれた場合は、メインルーチンのステップＧ６にリ
ターンする。これにより、領域Ｂ１～Ｂ３を判別できるようになる。なお、領域Ｂ１～Ｂ
３には、図１２に示した操作スイッチ４８のオン時に、ＬＥＤ５７からのＬＥＤ光が透過
する。Ｂ１～Ｂ３領域のいずれも押し込まれていない場合は、メインルーチンのステップ
Ｇ４にリターンし入力（Ｘ，Ｙ）を待機する。
【０１７６】
　ステップＫ６でＢ領域が押し込まれていない場合は、図２１に示すステップＫ１０に移
行してＣ領域が押し込まれたかを検出する。Ｃ領域は、ＸＹ座標系で０≦Ｘ≦３０及び、
０≦Ｙ≦７０の範囲に存在する。このＣ領域内を検索する（図１５参照）。Ｃ領域が押し
込まれた場合は、更に、ステップＫ１１に移行してＣ１領域が押し込まれたかを検出する
。Ｃ１領域が押し込まれた場合は、メインルーチンのステップＧ６にリターンする。
【０１７７】
　Ｃ１領域が押し込まれていない場合は、ステップＫ１２に移行して、Ｃ２領域が押し込
まれたかを検出する。Ｃ２領域が押し込まれた場合は、メインルーチンのステップＧ６に
リターンする。Ｃ２領域が押し込まれていない場合は、ステップＫ１３に移行して、Ｃ３
領域が押し込まれたかを検出する。Ｃ３領域が押し込まれた場合は、メインルーチンのス
テップＧ６にリターンする。これにより、領域Ｃ１～Ｃ３を判別できるようになる。なお
、領域Ｃ１～Ｃ３には、図１４に示した操作スイッチ４８ａのオン時に、ＬＥＤ５７ａか
らのＬＥＤ光が透過する。Ｃ１～Ｃ３領域のいずれも押し込まれていない場合は、メイン
ルーチンのステップＧ４にリターンし入力（Ｘ，Ｙ）を待機する。
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【０１７８】
　ステップＫ１０でＣ領域が押し込まれていない場合は、ステップＫ１４に移行してＤ領
域が押し込まれたかを検出する。Ｄ領域は、ＸＹ座標系で１４０≦Ｘ≦１７０及び、０≦
Ｙ≦７０の範囲に存在する。このＤ領域内を検索する（図１５参照）。Ｄ領域が押し込ま
れた場合は、更に、ステップＫ１５に移行してＤ１領域が押し込まれたかを検出する。Ｄ
１領域が押し込まれた場合は、メインルーチンのステップＧ６にリターンする。Ｄ１領域
が押し込まれていない場合は、ステップＫ１５に移行して、Ｄ２領域が押し込まれたかを
検出する。Ｄ２領域が押し込まれた場合は、メインルーチンのステップＧ６にリターンす
る。
【０１７９】
　Ｄ２領域が押し込まれていない場合は、ステップＫ１６に移行して、Ｄ３領域が押し込
まれたかを検出する。Ｄ３領域が押し込まれた場合は、メインルーチンのステップＧ６に
リターンする。これにより、領域Ｄ１～Ｄ３を判別できるようになる。領域Ｄ１～Ｄ３に
は、図１４に示した操作スイッチ４８ｂのオン時に、ＬＥＤ５７ｂからのＬＥＤ光が透過
する。Ｄ１～Ｄ３領域のいずれも押し込まれていない場合は、メインルーチンのステップ
Ｇ４にリターンし入力（Ｘ，Ｙ）を待機する。
【０１８０】
　上述のステップＫ２～Ｋ５、Ｋ７～Ｋ９、Ｋ１１～Ｋ１３及びＫ１４～Ｋ１６でＡ～Ｄ
領域のいずれかが押し込まれた場合は、ステップＧ６にリターンした後、ステップＧ７に
移行して定点Ｉpにおける押下状態の判別処理を実行する。例えば、図１７に示した４面
操作用の入力手段４５における複数の閾値関数の設定例において、ある位置（定点）ｘ＝
Ｉで、ある力Ｆで入力面を押下した場合を想定する。
【０１８１】
　この例では、関数ｆ（ｘ）と関数ｇ（ｘ）の間の押下状態（非接触）を（イ）とし、関
数ｇ（ｘ）と関数ｈ（ｘ）の間の押下状態（なぞり＃１）を（ロ）とし、関数ｈ（ｘ）と
関数ｉ（ｘ）の間の押下状態（なぞり＃２）を（ハ）とし、関数ｉ（ｘ）よりも弱い押下
状態（押し込み）を（ニ）とする。このときの検出電圧Ｖ２はＶ２＝Ｖ２Ｆとする。入力
手段４５におけるある入力位置（定点Ｉp）で、ある力Ｆで入力面を押下した場合におい
て、ＲＯＭ３７に格納された閾値関数ｇ（ｘ）、ｈ（ｘ）及びｉ（ｘ）を使用して、その
定点ＩpにおけるＺ方向の検出電圧Ｖ２Ｆを検出する場合を例に採る。
【０１８２】
　これを検出条件にして、図１７に示すフローチャートのステップＳＴ１でＡ／Ｄドライ
バ３１は、駆動回路５から出力される検出電圧Ｖ２Ｆを読み込む。次に、ステップＳＴ２
でＣＰＵ３２は、ＲＯＭ３７に記述された閾値関数ｉ（ｘ）を参照して、定点Ｉpにおけ
る閾値データＤth＝閾値ｉ（Ｉp）を読み出すようになされる。
【０１８３】
　その後、ステップＳＴ３でＣＰＵ３２は、定点Ｉpにおける検出電圧Ｖ２Ｆと閾値ｉ（
Ｉp）とを比較して、検出電圧Ｖ２Ｆと閾値ｉ（Ｉp）の大小を検出する。検出電圧Ｖ２Ｆ
≦閾値ｉ（Ｉp）の場合は、ステップＳＴ４に移行して、押下状態“ニ”（非接触）フラ
グを立てて上位の制御系に「非接触」を送信する。また、検出電圧Ｖ２Ｆ＞閾値ｇ（Ｉp
）の場合は、ステップＳＴ５に移行して、定点Ｉpにおける閾値データＤth＝閾値ｈ（Ｉp
）を読み出すようになされる。
【０１８４】
　その後、ステップＳＴ６でＣＰＵ３２は、定点Ｉpにおける検出電圧Ｖ２Ｆと閾値ｈ（
Ｉp）とを比較して、検出電圧Ｖ２Ｆと閾値ｈ（Ｉp）の大小を検出する。検出電圧Ｖ２Ｆ
≦閾値ｈ（Ｉp）の場合は、ステップＳＴ７に移行して、押下状態“ハ”（なぞり＃１）
フラグを立てて上位の制御系に「なぞり＃１」を送信する。また、検出電圧Ｖ２Ｆ＞閾値
ｈ（Ｉp）の場合は、ステップＳＴ８に移行して、定点Ｉpにおける閾値データＤth＝閾値
ｇ（Ｉp）を読み出すようになされる。
【０１８５】



(29) JP 4747747 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

　その後、ステップＳＴ９でＣＰＵ３２は、定点Ｉpにおける検出電圧Ｖ２Ｆと閾値ｇ（
Ｉp）とを比較して、検出電圧Ｖ２Ｆと閾値ｇ（Ｉp）の大小を検出する。検出電圧Ｖ２Ｆ
≦閾値ｇ（Ｉp）の場合は、ステップＳＴ１０に移行して、押下状態“ロ”（なぞり＃２
）フラグを立てて上位の制御系に「なぞり＃２」を送信する。また、検出電圧Ｖ２Ｆ＞閾
値ｇ（Ｉp）の場合は、ステップＳ１１に移行して、押下状態“イ”（押し込み）フラグ
を立てて上位の制御系に「押し込み」を送信する（三次元情報）。その後、ステップＳＴ
１に戻って上述した処理を繰り返すようになされる。
【０１８６】
　その後、図１８に示したメインルーチンのステップＧ７にリターンした後に、ステップ
Ｇ８に移行して定点Ｉpにおける入力を確定する。このとき、ＣＰＵ３２は、入力操作面
で当該押下位置に表示された入力情報を確定する。そして、ステップＧ１０に移行する。
なお、ステップＧ３で他の処理モードが選択された場合は、ステップＧ９に移行して他の
処理モードを実行する。
【０１８７】
　他の処理モードには、画像再生モードや、情報転送モード等が含まれる。情報転送モー
ドには、プリンタ装置に静止画情報を転送する操作が含まれる。ボタンアイコンには、画
像再生モード選択時の再生、巻き戻し、早送り等の選択項目が含まれる。他の処理モード
を実行した後は、ステップＧ１０に移行する。ステップＧ１０でＣＰＵ３２は終了判断を
する。例えば、電源オフ情報を検出して情報処理を終了する。電源オフ情報が検出されな
い場合は、ステップＧ２に戻って、メニュー等のアイコン画面を表示し、上述した処理を
繰り返すようになされる。
【０１８８】
　このように、第３の実施例としてのデジタルカメラ２００によれば、本発明に係る三次
元入力機能付きの入力装置１００が応用され、透明な樹脂で形成される静電容量方式の４
面操作用の入力手段４５が表示手段２９とは異なるデジタルカメラ２００の筐体背面から
側面に跨って、一体で形成される構造を有している。しかも、４面操作用の入力手段４５
の表示面タッチシート部分又は側面タッチシート部分一部の位置に当該入力手段の位置検
出信号Ｓ１や力検出信号Ｓ２等を伝送するフレキシブル配線６０を集中させることができ
る。
【０１８９】
　従って、表示面タッチパネルと側面の操作スイッチとを別個独立した位置に配置し、そ
の各々からフレキシブル配線を引き出す場合に比べて、フレキシブル配線６０やコネクタ
等の取り付けスペースを低減できるので、デジタルカメラ２００の小型化を図ることがで
きる。しかも、デジタルカメラ２００の組立時、配線接続工程の簡略（簡素）化を図るこ
とができる。また、部品点数の削減化（特にコネクタと、メカニカルスイッチ部にあった
キートップの削減）によりデジタルカメラ２００のコストダウンが図れる。
【０１９０】
　本発明で実現する入力手段４５の機能は、従来の静電容量方式のタッチパネルとメカニ
カルタクトスイッチを組み合わせにおいても実現可能である。従来方式では、メカニカル
タクトスイッチの採用によって、デザイン面でメリットが出ない、及び、“なぞり”動作
時の操作感がメカニカルスイッチをなぞることになるため、意図しない凹凸を感じさせて
しまって、人間工学的に好ましくない状況にあった。本発明では、この状況を解決できる
ようになる。
【産業上の利用可能性】
【０１９１】
　この発明は、予め準備された入力項目選択用の表示画面の中からアイコンを選択して情
報を入力する、デジタルカメラや、携帯電話機、携帯端末装置等に適用して極めて好適で
ある。
【図面の簡単な説明】
【０１９２】
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【図１】本発明に係る第１の実施例としての入力装置１００の構成例を示す斜視図である
。
【図２】（Ａ）及び（Ｂ）は、多面操作用の入力シート８０の展開例を示す上面図及びそ
の正面図である。
【図３】（Ａ）及び（Ｂ）は、筐体２０の構成例を示す上面図及びその正面図である。
【図４】入力装置１００の形成例（その１）を示す工程図である。
【図５】入力装置１００の形成例（その２）を示す工程図である。
【図６】三次元入力機能付きの入力装置１００の構成例を示す斜視図である。
【図７】（Ａ）～（Ｃ）は、入力装置１００のＺ方向の検出原理を示す断面図である。
【図８】（Ａ）及び（Ｂ）は、入力装置１００の駆動回路５及び抵抗調整膜２の構成例を
示す回路図である。
【図９】（Ａ）及び（Ｂ）は、駆動回路５における“なぞり”及び“押し込み”時の動作
例を示す回路図である。
【図１０】駆動回路５によるＸＹ位置情報の検出例を示す特性図である。
【図１１】定点ＩpにおけるＺ方向の検出電圧Ｖ２Ｆの判別例を示す特性図である。
【図１２】第２の実施例としての入力装置１００における操作スイッチ４８の構成例を示
すブロック図である。
【図１３】操作スイッチ４８の押下時の動作例を示すブロック図である。
【図１４】第３の実施例としての三次元入力機能付きのデジタルカメラ２００の構成例を
示す断面図である。
【図１５】その４面操作用の入力シート８０’の展開例を示す上面図である。
【図１６】三次元入力機能付きデジタルカメラ２００の内部構成例を示すブロック図であ
る。
【図１７】４面操作用の入力手段４５における複数の閾値関数の設定例を示す特性図であ
る。
【図１８】デジタルカメラ２００における情報処理例を示すフローチャート（メインルー
チン）である。
【図１９】そのアプリケーションの選択例を示すフローチャート（サブルーチン）である
。
【図２０】そのＣＰＵ３２における領域判別例（その１）を示すフローチャート（サブル
ーチン）である。
【図２１】そのＣＰＵ３２における領域判別例（その２）を示すフローチャート（サブル
ーチン）である。
【図２２】定点Ｉpにおける押下状態“イ”，“ロ”，“ハ”，“ニ”の判別例を示すフ
ローチャート（サブルーチン）である。
【符号の説明】
【０１９３】
　１・・・基板、２・・・抵抗調整膜、３・・・ＩＴＯ膜（透明導電性の膜）、４・・・
Ｓｉゴム膜（誘電性の膜）、５・・・駆動回路、６・・・交流波発振装置、９・・・Ｓｉ
Ｏ２膜、１５・・・制御手段、２０・・・筐体、２１・・・前面パネル、２９・・・表示
手段、３２・・・ＣＰＵ（制御手段）、３５・・・記憶手段、３７・・・ＲＯＭ、４５・
・・入力手段、４８，４８ａ，４８ｂ・・・操作スイッチ、６０・・・フレキシブル配線
（配線部材）、８０，８０’・・・入力シート、８０ａ～８０ｃ・・・側面タッチシート
部分、８０ｄ・・・表示面タッチシート部分、１００・・・入力装置、２００・・・デジ
タルカメラ（電子機器）
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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